
昭
和
五
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
六
号

石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

石
油
備
蓄
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
石
油
備
蓄

法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
五
条
）

第
二
章
　
石
油
の
備
蓄

第
一
節
　
石
油
備
蓄
目
標
（
第
六
条
）

第
二
節
　
石
油
ガ
ス
以
外
の
石
油
の
備
蓄
（
第
七
条

―

第
十
九
条
）

第
三
節
　
石
油
ガ
ス
の
備
蓄
（
第
二
十
条―

第
二
十

六
条
）

第
三
章
　
災
害
時
石
油
供
給
連
携
計
画
の
届
出
等
（
第

二
十
六
条
の
二―

第
二
十
六
条
の
九
）

第
四
章
　
石
油
輸
入
業
の
登
録
等

第
一
節
　
石
油
輸
入
業
の
登
録
（
第
二
十
七
条―
第

三
十
一
条
）

第
二
節
　
石
油
精
製
業
等
の
届
出
（
第
三
十
二
条―

第
三
十
四
条
）

第
五
章
　
国
家
備
蓄
石
油
（
第
三
十
四
条
の
二
）

第
六
章
　
勧
告
等
（
第
三
十
四
条
の
三―

第
三
十
四
条

の
五
）

第
七
章
　
雑
則
（
第
三
十
五
条―

第
四
十
八
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
石
油

の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律

第
九
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使

用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
指
定
石
油
製
品
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

炭
化
水
素
油
は
、
揮
発
油
、
灯
油
（
ジ
ェ
ッ
ト
燃
料
油

を
含
む
。
）
、
軽
油
及
び
重
油
と
す
る
。

（
特
定
設
備
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
日
の
処
理
能
力
（
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
）＝

０
．
０
１

９×

Ｒ
２

Ｒ
は
、
蒸
留
塔
の
、
そ
の
中
心
線
に
垂
直
な
面
に
属

す
る
内
径
の
う
ち

大
の
も
の
を
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

で
表
し
た
数
値
と
す
る
。

２
　
法
第
二
条
第
四
項
の
石
油
精
製
の
用
に
供
す
る
設
備

で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
石
油
改

質
設
備
及
び
石
油
分
解
設
備
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
　
試
験
研
究
用
の
も
の

二
　
改
質
油
の
全
部
が
芳
香
族
系
炭
化
水
素
を
抽
出
す

る
た
め
の
設
備
に
直
結
す
る
導
管
を
通
じ
て
送
油
さ

れ
、
そ
の
大
部
分
が
芳
香
族
系
炭
化
水
素
と
し
て
抽

出
さ
れ
る
も
の

（
石
油
販
売
業
者
）

第
四
条
　
法
第
二
条
第
六
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

規
模
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
原
油
又
は
指
定
石
油
製
品
の
販
売
を
行
う
事
業
に

あ
つ
て
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八

十
六
号
）
第
九
条
の
四
に
規
定
す
る
指
定
数
量

二
　
石
油
ガ
ス
の
販
売
を
行
う
事
業
に
あ
つ
て
は
、
使

用
す
る
タ
ン
ク
の
容
量
が
五
ト
ン

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
年
度
の
販

売
予
定
量
又
は
前
年
度
の
販
売
量
の
い
ず
れ
か
大
き

い
数
量
が
次
に
掲
げ
る
数
量

イ
　
原
油
に
あ
つ
て
は
、
千
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

ロ
　
揮
発
油
に
あ
つ
て
は
、
二
千
四
百
キ
ロ
リ
ッ

ト
ル

ハ
　
灯
油
に
あ
つ
て
は
、
六
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

ニ
　
軽
油
に
あ
つ
て
は
、
千
八
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

ホ
　
重
油
に
あ
つ
て
は
、
百
二
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

ヘ
　
石
油
ガ
ス
に
あ
つ
て
は
、
三
百
六
十
ト
ン

（
特
定
石
油
販
売
業
者
）

第
五
条
　
法
第
二
条
第
七
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

石
油
の
年
間
の
販
売
量
は
、
二
百
五
十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト

ル
と
す
る
。

２
　
法
第
二
条
第
七
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
密
接

な
関
係
は
、
当
該
石
油
販
売
業
者
が
石
油
精
製
業
者
の

発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
発
行
済
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の

五
十
以
上
の
株
式
の
数
又
は
出
資
の
金
額
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
を
直
接
又
は
間

接
に
保
有
し
て
い
る
関
係
を
い
う
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
石
油
販
売
業
者
が
石

油
精
製
業
者
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
以
上
の

株
式
等
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
し
て
い
る
か
ど
う
か

の
判
定
は
、
次
に
掲
げ
る
割
合
を
合
計
し
た
割
合
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
石
油
販
売
業
者
が
所
有
（
自
己
の
名
義
を
も

つ
て
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
す
る
当
該
石
油
精
製
業
者
の
株
式
等
が
当
該

石
油
精
製
業
者
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち
に
占
め
る

割
合

二
　
出
資
関
連
法
人
（
当
該
石
油
精
製
業
者
の
株
主
等

（
株
主
又
は
合
名
会
社
、
合
資
会
社
若
し
く
は
合
同

会
社
の
社
員
そ
の
他
法
人
の
出
資
者
を
い
う
。
）
で

あ
る
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分

の
五
十
以
上
の
株
式
等
が
次
に
掲
げ
る
法
人
に
よ
り

所
有
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
所
有
す
る
当
該
石
油
精
製
業
者
の

株
式
等
が
当
該
石
油
精
製
業
者
の
発
行
済
株
式
等
の

う
ち
に
占
め
る
割
合
（
当
該
出
資
関
連
法
人
が
二
以

上
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
し
た
割

合
の
合
計
割
合
）

イ
　
当
該
石
油
販
売
業
者

ロ
　
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
以
上
の
株

式
等
が
次
に
掲
げ
る
法
人
に
よ
り
所
有
さ
れ
て
い

る
法
人

（１）
　
当
該
石
油
販
売
業
者

（２）
　
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
以
上
の

株
式
等
が
当
該
石
油
販
売
業
者
に
よ
り
所
有
さ

れ
て
い
る
法
人

第
二
章
　
石
油
の
備
蓄

第
一
節
　
石
油
備
蓄
目
標

（
石
油
備
蓄
目
標
）

第
六
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
石
油
備
蓄
目
標
は
、
毎
年

度
の
開
始
後
遅
滞
な
く
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
石
油
の
需
給
事
情
そ
の
他
の
経
済
事
情
の
著
し
い

変
動
の
た
め
、
当
該
年
度
の
開
始
後
遅
滞
な
く
、
当
該

年
度
以
降
の
五
年
間
に
つ
い
て
の
同
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
節
　
石
油
ガ
ス
以
外
の
石
油
の
備
蓄

（
石
油
精
製
業
者
等
）

第
七
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
石
油
精
製
業
者
、
特
定
石

油
販
売
業
者
又
は
石
油
輸
入
業
者
の
う
ち
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
石
油
精
製
業
者
　
届
出
月
の
直
前
の
十
二
箇
月
の

指
定
石
油
製
品
の
生
産
量
が
十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以

上
で
あ
る
も
の

二
　
特
定
石
油
販
売
業
者
　
届
出
月
の
直
前
の
十
二
箇

月
の
石
油
の
販
売
量
が
二
百
五
十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

以
上
で
あ
る
も
の

三
　
石
油
輸
入
業
者
　
届
出
月
の
直
前
の
十
二
箇
月
の

石
油
の
輸
入
実
績
を
有
す
る
も
の
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一

号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
外
国
貨
物

で
あ
る
指
定
石
油
製
品
で
あ
つ
て
、
同
法
第
二
十
九

条
に
規
定
す
る
保
税
地
域
か
ら
本
邦
と
外
国
と
の
間

を
往
来
す
る
船
舶
又
は
航
空
機
の
燃
料
と
し
て
当
該

船
舶
又
は
航
空
機
に
積
み
込
む
こ
と
を
目
的
と
し
て

代
金
の
全
部
に
つ
い
て
決
済
を
要
し
な
い
貨
物
と
し

て
輸
入
し
た
も
の
（
以
下
「
特
定
石
油
製
品
」
と
い

う
。
）
の
数
量
及
び
潤
滑
油
、
石
油
コ
ー
ク
ス
、
石

油
ろ
う
等
（
以
下
「
潤
滑
油
等
」
と
い
う
。
）
の
製

造
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
潤
滑
油
等
製
造
業

者
」
と
い
う
。
）
で
石
油
精
製
業
者
以
外
の
も
の
の

潤
滑
油
等
の
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
輸
入
し
た

石
油
の
数
量
は
、
届
出
月
の
直
前
の
十
二
箇
月
の
石

油
の
輸
入
量
に
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
過
去
前
三
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
届
出
月
の

前
月
に
保
有
す
べ
き
石
油
の
量
が
法
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
て
い
る
も
の

（
石
油
基
準
備
蓄
量
等
の
届
出
）

第
八
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
届

出
月
の
末
日
ま
で
に
、
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
を
提

出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
五
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
石
油
精
製
業
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
十
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
特
定
石
油
販
売
業
者
に
あ
つ
て

は
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
石
油
輸
入
業
者
に
あ
つ
て
は
第

一
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
届
出
月
の
前
月
の
指
定
石
油
製
品
の
生
産
量
（
石

油
精
製
業
者
等
の
委
託
を
受
け
て
製
造
し
た
指
定
石

油
製
品
の
数
量
を
除
き
、
他
の
石
油
精
製
業
者
に
委

託
し
て
製
造
し
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
を
含
む
。
）

か
ら
、
次
に
掲
げ
る
数
量
を
合
計
し
た
数
量
を
控
除

し
た
数
量

イ
　
国
産
原
油
を
原
料
と
し
て
届
出
月
の
前
月
中
に

製
造
し
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量

ロ
　
購
入
し
た
指
定
石
油
製
品
を
原
料
と
し
て
届
出

月
の
前
月
中
に
製
造
し
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量

ハ
　
そ
の
工
場
に
お
い
て
燃
料
用
、
洗
じ
よ
う
用
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
用
途
に
供
す
る
た
め
届
出

月
の
前
月
中
に
消
費
し
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量

ニ
　
届
出
月
の
前
月
中
に
製
造
し
た
指
定
石
油
製
品

の
う
ち
輸
出
し
、
又
は
輸
出
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
販
売
し
た
も
の
の
数
量
を
合
計
し
た
数
量

ホ
　
届
出
月
の
前
月
中
に
製
造
し
た
指
定
石
油
製
品

の
う
ち
潤
滑
油
等
製
造
業
者
に
対
し
て
潤
滑
油
等

の
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
販
売
し
た
指
定
石

油
製
品
の
数
量
か
ら
、
当
該
潤
滑
油
等
の
製
造
工

程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量

に
相
当
す
る
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
指
定
石
油

製
品
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

1



ヘ
　
届
出
月
の
前
月
中
に
製
造
し
た
指
定
石
油
製
品

で
あ
つ
て
潤
滑
油
等
の
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し

て
使
用
し
た
も
の
の
う
ち
製
造
し
た
潤
滑
油
等
の

数
量
に
相
当
す
る
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
の

数
量
及
び
当
該
潤
滑
油
等
の
製
造
工
程
に
お
い
て

副
生
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
で
指
定
石
油
製
品
の

製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
の
数

量
に
相
当
す
る
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
の

数
量

ト
　
届
出
月
の
前
月
中
に
製
造
し
た
指
定
石
油
製
品

の
う
ち
石
油
化
学
製
品
（
ア
ン
モ
ニ
ア
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下

「
石
油
化
学
製
品
製
造
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し

て
石
油
化
学
製
品
の
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て

販
売
し
た
ナ
フ
サ
、
灯
油
及
び
軽
油
の
数
量
か

ら
、
当
該
石
油
化
学
製
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て

副
生
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
に
相
当
す
る

原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ナ
フ
サ
、
灯
油
及
び
軽

油
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

チ
　
届
出
月
の
前
月
中
に
製
造
し
た
指
定
石
油
製
品

で
あ
つ
て
石
油
化
学
製
品
の
製
造
の
た
め
の
原
料

と
し
て
使
用
し
た
ナ
フ
サ
、
灯
油
及
び
軽
油
の
う

ち
製
造
し
た
石
油
化
学
製
品
の
数
量
に
相
当
す
る

原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
の
数
量
並
び
に
当
該

石
油
化
学
製
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ

た
指
定
石
油
製
品
で
指
定
石
油
製
品
の
製
造
の
た

め
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
の
数
量
に
相
当

す
る
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
の
数
量

リ
　
指
定
石
油
製
品
以
外
の
物
品
の
製
造
工
程
に
お

い
て
届
出
月
の
前
月
中
に
副
生
さ
れ
た
指
定
石
油

製
品
の
数
量
（
潤
滑
油
等
又
は
石
油
化
学
製
品
の

製
造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品

の
数
量
（
石
油
化
学
製
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て

副
生
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
に
つ
い
て

は
、
当
該
石
油
化
学
製
品
の
製
造
の
た
め
の
原
料

と
し
て
使
用
し
た
原
油
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
条
の
四

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限

る
。
）
、
ナ
フ
サ
、
灯
油
及
び
軽
油
の
数
量
に
相
当

す
る
も
の
の
数
量
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

二
　
特
定
の
石
油
精
製
業
者
か
ら
継
続
的
に
購
入
し
た

指
定
石
油
製
品
の
う
ち
当
該
石
油
精
製
業
者
が
製
造

し
た
も
の
（
以
下
「
特
定
生
産
製
品
」
と
い
う
。
）

を
届
出
月
の
前
月
中
に
販
売
し
た
も
の
の
数
量
に
、

特
定
生
産
製
品
の
う
ち
指
定
石
油
製
品
及
び
脱
硫
用

水
素
等
以
外
の
物
品
の
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て

届
出
月
の
前
月
中
に
使
用
し
た
指
定
石
油
製
品
の
数

量
（
当
該
物
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
指
定
石
油
製

品
が
副
生
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
副
生
さ

れ
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量
。
以

下
「
特
定
生
産
使
用
量
」
と
い
う
。
）
を
加
算
し
た

数
量
（
以
下
「
特
定
生
産
販
売
等
量
」
と
い
う
。
）

か
ら
、
次
に
掲
げ
る
数
量
を
合
計
し
た
数
量
を
控
除

し
た
数
量

イ
　
特
定
生
産
販
売
等
量
の
う
ち
国
産
原
油
を
原
料

と
し
て
製
造
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
に
相

当
す
る
数
量

ロ
　
特
定
生
産
販
売
等
量
の
う
ち
輸
出
量
と
輸
出
を

目
的
と
し
て
販
売
し
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
と

を
合
計
し
た
数
量

ハ
　
特
定
生
産
販
売
等
量
の
う
ち
潤
滑
油
等
製
造
業

者
に
対
し
て
潤
滑
油
等
の
製
造
の
た
め
の
原
料
と

し
て
販
売
し
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
か
ら
、
当

該
潤
滑
油
等
の
製
造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
た

指
定
石
油
製
品
の
数
量
に
相
当
す
る
原
料
と
し
て

使
用
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
を
控
除
し
た

数
量

ニ
　
特
定
生
産
販
売
等
量
の
う
ち
潤
滑
油
等
の
製
造

の
た
め
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
指
定
石
油
製
品

の
数
量
か
ら
、
当
該
潤
滑
油
等
の
製
造
工
程
に
お

い
て
副
生
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
を
控
除

し
た
数
量

ホ
　
特
定
生
産
販
売
等
量
の
う
ち
石
油
化
学
製
品
製

造
業
者
に
対
し
て
石
油
化
学
製
品
の
製
造
の
た
め

の
原
料
と
し
て
販
売
し
た
ナ
フ
サ
、
灯
油
及
び
軽

油
の
数
量
か
ら
、
当
該
石
油
化
学
製
品
の
製
造
工

程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量

に
相
当
す
る
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ナ
フ
サ
、

灯
油
及
び
軽
油
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

ヘ
　
特
定
生
産
販
売
等
量
の
う
ち
石
油
化
学
製
品
の

製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
ナ
フ
サ
、

灯
油
及
び
軽
油
の
数
量
か
ら
、
当
該
石
油
化
学
製

品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
た
指
定
石
油

製
品
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

ト
　
特
定
生
産
販
売
等
量
の
う
ち
購
入
さ
れ
た
指
定

石
油
製
品
を
原
料
と
し
て
製
造
さ
れ
た
指
定
石
油

製
品
の
数
量

三
　
特
定
の
石
油
精
製
業
者
か
ら
継
続
的
に
購
入
し
た

指
定
石
油
製
品
の
う
ち
当
該
石
油
精
製
業
者
が
輸
入

し
た
も
の
（
以
下
「
特
定
輸
入
製
品
」
と
い
う
。
）

を
届
出
月
の
前
月
中
に
販
売
し
た
品
種
別
の
数
量

（
第
二
条
に
掲
げ
る
指
定
石
油
製
品
ご
と
の
数
量
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
、
特
定
輸
入
製
品
の
う
ち

指
定
石
油
製
品
及
び
脱
硫
用
水
素
等
以
外
の
物
品
の

製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
届
出
月
の
前
月
中
に
使

用
し
た
品
種
別
の
数
量
（
当
該
物
品
の
製
造
工
程
に

お
い
て
指
定
石
油
製
品
が
副
生
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
副
生
さ
れ
た
品
種
別
の
数
量
を
控
除
し

た
数
量
。
以
下
「
特
定
輸
入
使
用
量
」
と
い
う
。
）

を
加
算
し
た
数
量
（
以
下
「
特
定
輸
入
販
売
等
量
」

と
い
う
。
）
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
数
量
を
合
計
し
た

数
量
を
控
除
し
た
数
量

イ
　
特
定
輸
入
販
売
等
量
の
う
ち
特
定
石
油
製
品
の

品
種
別
の
数
量

ロ
　
特
定
輸
入
販
売
等
量
の
う
ち
潤
滑
油
等
製
造
業

者
に
対
し
て
潤
滑
油
等
の
製
造
の
た
め
の
原
料
と

し
て
販
売
し
た
品
種
別
の
数
量
か
ら
、
当
該
潤
滑

油
等
の
製
造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
た
指
定
石

油
製
品
の
数
量
に
相
当
す
る
原
料
と
し
て
使
用
さ

れ
た
品
種
別
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

ハ
　
特
定
輸
入
販
売
等
量
の
う
ち
潤
滑
油
等
の
製
造

の
た
め
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
品
種
別
の
数
量

か
ら
、
当
該
潤
滑
油
等
の
製
造
工
程
に
お
い
て
副

生
さ
れ
た
品
種
別
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

ニ
　
特
定
輸
入
販
売
等
量
の
う
ち
石
油
化
学
製
品
製

造
業
者
に
対
し
て
石
油
化
学
製
品
の
製
造
の
た
め

の
原
料
と
し
て
販
売
し
た
ナ
フ
サ
、
灯
油
及
び
軽

油
の
数
量
か
ら
、
当
該
石
油
化
学
製
品
の
製
造
工

程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量

に
相
当
す
る
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ナ
フ
サ
、

灯
油
及
び
軽
油
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

ホ
　
特
定
輸
入
販
売
等
量
の
う
ち
石
油
化
学
製
品
の

製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
ナ
フ
サ
、

灯
油
及
び
軽
油
の
数
量
か
ら
、
当
該
石
油
化
学
製

品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
た
指
定
石
油

製
品
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

四
　
自
ら
輸
入
し
た
原
油
の
届
出
月
の
前
月
の
販
売
量

に
自
ら
輸
入
し
た
原
油
の
う
ち
届
出
月
の
前
月
中
に

指
定
石
油
製
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
製
造
し
た
指

定
石
油
製
品
の
原
料
以
外
の
た
め
に
使
用
し
た
数
量

を
加
算
し
た
数
量
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
数
量
を
合
計

し
た
数
量
を
控
除
し
た
数
量

イ
　
届
出
月
の
前
月
中
に
石
油
精
製
業
者
等
に
対
し

て
販
売
し
た
原
油
の
う
ち
石
油
精
製
業
者
等
が
指

定
石
油
製
品
の
製
造
の
た
め
に
使
用
し
た
数
量

ロ
　
潤
滑
油
等
製
造
業
者
に
潤
滑
油
等
の
製
造
の
た

め
の
原
料
と
し
て
届
出
月
の
前
月
中
に
販
売
し
た

原
油
の
数
量

ハ
　
潤
滑
油
等
の
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
届
出

月
の
前
月
中
に
使
用
し
た
原
油
の
数
量

ニ
　
石
油
化
学
製
品
製
造
業
者
に
対
し
て
石
油
化
学

製
品
の
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
届
出
月
の
前

月
中
に
販
売
し
た
原
油
（
第
一
号
リ
に
規
定
す
る

原
油
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
数
量
か
ら
、
当
該
石
油
化
学
製
品
の
製
造
工
程

に
お
い
て
副
生
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
に

相
当
す
る
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
原
油
の
数
量

の
う
ち
当
該
石
油
化
学
製
品
製
造
業
者
が
指
定
石

油
製
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
製
造
し
た
指
定
石

油
製
品
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
の
数
量
以

外
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

ホ
　
石
油
化
学
製
品
の
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て

届
出
月
の
前
月
中
に
使
用
し
た
原
油
の
数
量
の
う

ち
製
造
し
た
石
油
化
学
製
品
の
数
量
に
相
当
す
る

原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
の
数
量
及
び
当
該
石

油
化
学
製
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
た

指
定
石
油
製
品
で
指
定
石
油
製
品
の
製
造
の
た
め

の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
の
数
量
に
相
当
す

る
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
の
数
量

五
　
届
出
月
の
前
月
の
指
定
石
油
製
品
の
輸
入
量
か
ら

次
に
掲
げ
る
数
量
を
合
計
し
た
数
量
を
控
除
し
た
指

定
石
油
製
品
の
品
種
別
の
数
量

イ
　
届
出
月
の
前
月
中
に
輸
入
し
た
特
定
石
油
製
品

の
品
種
別
の
数
量

ロ
　
届
出
月
の
前
月
に
輸
入
し
た
指
定
石
油
製
品
の

う
ち
潤
滑
油
等
製
造
業
者
に
対
し
て
潤
滑
油
等
の

製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
販
売
し
た
品
種
別
の

数
量
か
ら
、
当
該
潤
滑
油
等
の
製
造
工
程
に
お
い

て
副
生
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
に
相
当
す

る
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
品
種
別
の
数
量
を
控

除
し
た
数
量

ハ
　
届
出
月
の
前
月
中
に
輸
入
し
た
指
定
石
油
製
品

で
あ
つ
て
潤
滑
油
等
の
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し

て
使
用
し
た
品
種
別
の
数
量
の
う
ち
製
造
さ
れ
る

潤
滑
油
等
の
数
量
に
相
当
す
る
原
料
と
し
て
使
用

し
た
も
の
の
品
種
別
の
数
量
及
び
当
該
潤
滑
油
等

の
製
造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
た
指
定
石
油
製

品
で
指
定
石
油
製
品
の
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し

て
使
用
し
た
も
の
の
数
量
に
相
当
す
る
原
料
と
し

て
使
用
し
た
も
の
の
品
種
別
の
数
量

ニ
　
届
出
月
の
前
月
中
に
輸
入
し
た
指
定
石
油
製
品

の
う
ち
石
油
化
学
製
品
製
造
業
者
に
対
し
て
石
油

化
学
製
品
の
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
販
売
し

た
ナ
フ
サ
、
灯
油
及
び
軽
油
の
数
量
か
ら
、
当
該

石
油
化
学
製
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ

た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
に
相
当
す
る
原
料
と
し

て
使
用
さ
れ
た
ナ
フ
サ
、
灯
油
及
び
軽
油
の
数
量

を
控
除
し
た
数
量

ホ
　
届
出
月
の
前
月
中
に
輸
入
し
た
指
定
石
油
製
品

で
あ
つ
て
石
油
化
学
製
品
の
製
造
の
た
め
の
原
料

2



と
し
て
使
用
し
た
ナ
フ
サ
、
灯
油
及
び
軽
油
の
う

ち
製
造
し
た
石
油
化
学
製
品
の
数
量
に
相
当
す
る

原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
の
数
量
並
び
に
当
該

石
油
化
学
製
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ

た
指
定
石
油
製
品
で
指
定
石
油
製
品
の
製
造
の
た

め
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
の
数
量
に
相
当

す
る
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
の
数
量

六
　
届
出
月
の
前
月
に
製
造
し
た
指
定
石
油
製
品
で
あ

つ
て
特
定
の
石
油
精
製
業
者
又
は
特
定
石
油
販
売
業

者
に
継
続
的
に
販
売
し
た
指
定
石
油
製
品
の
う
ち
当

該
石
油
精
製
業
者
又
は
特
定
石
油
販
売
業
者
が
販
売

し
た
も
の
の
数
量
に
当
該
石
油
精
製
業
者
又
は
特
定

石
油
販
売
業
者
の
特
定
生
産
使
用
量
を
加
算
し
た
数

量
（
以
下
「
生
産
販
売
先
販
売
等
量
」
と
い
う
。
）

か
ら
、
次
に
掲
げ
る
数
量
を
合
計
し
た
数
量
を
控
除

し
た
数
量

イ
　
生
産
販
売
先
販
売
等
量
の
う
ち
国
産
原
油
を
原

料
と
し
て
製
造
し
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量

ロ
　
生
産
販
売
先
販
売
等
量
の
う
ち
輸
出
量
と
輸
出

を
目
的
と
し
て
販
売
さ
れ
た
数
量
と
を
合
計
し
た

数
量

ハ
　
生
産
販
売
先
販
売
等
量
の
う
ち
潤
滑
油
等
製
造

業
者
に
対
し
て
潤
滑
油
等
の
製
造
の
た
め
の
原
料

と
し
て
販
売
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
か

ら
、
当
該
潤
滑
油
等
の
製
造
工
程
に
お
い
て
副
生

さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
に
相
当
す
る
原
料

と
し
て
使
用
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
を
控

除
し
た
数
量

ニ
　
生
産
販
売
先
販
売
等
量
の
う
ち
潤
滑
油
等
の
製

造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
指
定
石
油

製
品
の
数
量
か
ら
、
当
該
潤
滑
油
等
の
製
造
工
程

に
お
い
て
副
生
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
を

控
除
し
た
数
量

ホ
　
生
産
販
売
先
販
売
等
量
の
う
ち
石
油
化
学
製
品

製
造
業
者
に
対
し
て
石
油
化
学
製
品
の
製
造
の
た

め
の
原
料
と
し
て
販
売
さ
れ
た
ナ
フ
サ
、
灯
油
及

び
軽
油
の
数
量
か
ら
、
当
該
石
油
化
学
製
品
の
製

造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の

数
量
に
相
当
す
る
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ナ
フ

サ
、
灯
油
及
び
軽
油
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

ヘ
　
生
産
販
売
先
販
売
等
量
の
う
ち
石
油
化
学
製
品

の
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ナ
フ

サ
、
灯
油
及
び
軽
油
の
数
量
か
ら
、
当
該
石
油
化

学
製
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
た
指
定

石
油
製
品
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

ト
　
生
産
販
売
先
販
売
等
量
の
う
ち
購
入
し
た
指
定

石
油
製
品
を
原
料
と
し
て
製
造
し
た
指
定
石
油
製

品
の
数
量

七
　
届
出
月
の
前
月
に
輸
入
し
た
指
定
石
油
製
品
で
あ

つ
て
特
定
の
石
油
精
製
業
者
又
は
特
定
石
油
販
売
業

者
に
継
続
的
に
販
売
し
た
指
定
石
油
製
品
の
う
ち
当

該
石
油
精
製
業
者
又
は
特
定
石
油
販
売
業
者
が
販
売

し
た
も
の
の
品
種
別
の
数
量
に
当
該
石
油
精
製
業
者

又
は
特
定
石
油
販
売
業
者
の
特
定
輸
入
使
用
量
を
加

算
し
た
数
量
（
以
下
「
輸
入
販
売
先
販
売
等
量
」
と

い
う
。
）
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
数
量
を
合
計
し
た
数

量
を
控
除
し
た
数
量

イ
　
輸
入
販
売
先
販
売
等
量
の
う
ち
特
定
石
油
製
品

の
品
種
別
の
数
量

ロ
　
輸
入
販
売
先
販
売
等
量
の
う
ち
潤
滑
油
等
製
造

業
者
に
対
し
て
潤
滑
油
等
の
製
造
の
た
め
の
原
料

と
し
て
販
売
さ
れ
た
品
種
別
の
数
量
か
ら
、
当
該

潤
滑
油
等
の
製
造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
た
指

定
石
油
製
品
の
数
量
に
相
当
す
る
原
料
と
し
て
使

用
さ
れ
た
品
種
別
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

ハ
　
輸
入
販
売
先
販
売
等
量
の
う
ち
潤
滑
油
等
の
製

造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
品
種
別
の

数
量
か
ら
、
当
該
潤
滑
油
等
の
製
造
工
程
に
お
い

て
副
生
さ
れ
た
品
種
別
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

ニ
　
輸
入
販
売
先
販
売
等
量
の
う
ち
石
油
化
学
製
品

製
造
業
者
に
対
し
て
石
油
化
学
製
品
の
製
造
の
た

め
の
原
料
と
し
て
販
売
さ
れ
た
ナ
フ
サ
、
灯
油
及

び
軽
油
の
数
量
か
ら
、
当
該
石
油
化
学
製
品
の
製

造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
の

数
量
に
相
当
す
る
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ナ
フ

サ
、
灯
油
及
び
軽
油
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

ホ
　
輸
入
販
売
先
販
売
等
量
の
う
ち
石
油
化
学
製
品

の
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ナ
フ

サ
、
灯
油
及
び
軽
油
の
数
量
か
ら
、
当
該
石
油
化

学
製
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
た
指
定

石
油
製
品
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

八
　
次
条
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
に
基
づ
く

石
油
基
準
備
蓄
量
の
算
定
に
際
し
参
考
と
し
た
事
項

九
　
次
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
石
油
基
準
備

蓄
量

十
　
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
さ
れ
る
原
油
を

も
つ
て
指
定
石
油
製
品
に
代
え
る
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
換
算
の
方
式

（
石
油
基
準
備
蓄
量
の
算
定
）

第
九
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
石
油
基
準
備
蓄
量
は
、
届

出
月
の
十
一
箇
月
前
か
ら
届
出
月
ま
で
の
期
間
の
各
月

の
基
準
量
（
石
油
精
製
業
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
に
掲

げ
る
数
量
と
第
二
号
に
掲
げ
る
数
量
を
合
計
し
た
数
量

か
ら
第
六
号
に
掲
げ
る
数
量
を
控
除
し
た
指
定
石
油
製

品
の
数
量
、
第
三
号
に
掲
げ
る
数
量
と
第
五
号
に
掲
げ

る
数
量
を
合
計
し
た
数
量
か
ら
第
七
号
に
掲
げ
る
数
量

を
控
除
し
た
指
定
石
油
製
品
の
品
種
別
の
数
量
及
び
第

四
号
に
掲
げ
る
原
油
の
数
量
、
特
定
石
油
販
売
業
者
に

あ
つ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
数
量
と
第
二
号
に
掲
げ
る

数
量
を
合
計
し
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
、
第
三
号
に

掲
げ
る
数
量
と
第
五
号
に
掲
げ
る
数
量
を
合
計
し
た
指

定
石
油
製
品
の
品
種
別
の
数
量
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る

原
油
の
数
量
、
石
油
輸
入
業
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
に

掲
げ
る
指
定
石
油
製
品
の
数
量
、
第
五
号
に
掲
げ
る
指

定
石
油
製
品
の
品
種
別
の
数
量
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る

原
油
の
数
量
と
す
る
。
）
を
合
計
し
た
数
量
を
届
出
月

の
直
前
の
十
二
箇
月
の
日
数
で
除
し
た
数
量
と
す
る
。

た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
数
量
が
変
更
さ
れ

た
場
合
に
は
、
当
該
変
更
後
の
数
量
を
も
つ
て
法
第
五

条
第
一
項
の
石
油
基
準
備
蓄
量
と
す
る
。

一
　
そ
の
者
に
係
る
前
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
数

量
に
七
十
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量

二
　
そ
の
者
に
係
る
前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
数

量
に
十
五
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量

三
　
そ
の
者
に
係
る
前
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
数

量
に
十
五
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量

四
　
そ
の
者
に
係
る
前
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
数

量
に
七
十
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量

五
　
そ
の
者
に
係
る
前
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
数

量
に
七
十
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量

六
　
そ
の
者
に
係
る
前
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
数

量
に
十
五
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量

七
　
そ
の
者
に
係
る
前
条
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
数

量
に
十
五
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量

２
　
備
蓄
の
増
強
の
た
め
の
石
油
の
輸
入
そ
の
他
経
済
産

業
大
臣
が
適
当
と
認
め
た
場
合
に
は
、
石
油
精
製
業
者

等
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
た
数
量
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３
　
石
油
精
製
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項

本
文
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
た
数
量
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
を
経
済
産
業

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
我
が
国
の
石
油
の
消
費
量
の
算
定
方
法
）

第
十
条
　
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
月
の
直
前

の
十
二
箇
月
の
我
が
国
の
石
油
の
消
費
量
は
、
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
数
量
を
合
計
し
た
数
量
か

ら
、
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
数
量
を
合
計

し
た
数
量
を
控
除
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
国
産
原
油
以
外
の
原
油
を
原
料
と
し
て
届
出
月
の

直
前
の
十
二
箇
月
中
に
製
造
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品

の
数
量

二
　
届
出
月
の
直
前
の
十
二
箇
月
の
指
定
石
油
製
品
の

輸
入
量
か
ら
特
定
石
油
製
品
の
輸
入
量
を
控
除
し
た

数
量

三
　
輸
入
さ
れ
た
原
油
の
う
ち
届
出
月
の
直
前
の
十
二

箇
月
中
に
指
定
石
油
製
品
、
潤
滑
油
等
又
は
石
油
化

学
製
品
の
製
造
の
た
め
の
原
料
以
外
の
た
め
に
使
用

さ
れ
た
数
量

四
　
届
出
月
の
直
前
の
十
二
箇
月
の
開
始
の
日
に
指
定

石
油
製
品
の
製
造
、
販
売
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う

者
が
保
有
し
て
い
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
を
合
計

し
た
数
量

五
　
届
出
月
の
直
前
の
十
二
箇
月
の
指
定
石
油
製
品
の

輸
出
量
か
ら
特
定
石
油
製
品
の
輸
出
量
を
控
除
し
た

数
量

六
　
届
出
月
の
直
前
の
十
二
箇
月
の
終
了
の
日
に
第
四

号
に
規
定
す
る
者
が
保
有
し
て
い
た
指
定
石
油
製
品

の
数
量
を
合
計
し
た
数
量

七
　
第
四
号
に
規
定
す
る
者
が
燃
料
用
、
洗
じ
よ
う
用

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
用
途
に
供
す
る
た
め
届
出

月
の
直
前
の
十
二
箇
月
中
に
消
費
し
た
指
定
石
油
製

品
の
数
量

八
　
届
出
月
の
直
前
の
十
二
箇
月
中
に
石
油
化
学
製
品

の
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ナ
フ
サ
、
灯
油
及
び
軽

油
の
数
量

九
　
第
五
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

指
定
石
油
製
品
の
輸
送
、
貯
蔵
等
に
伴
つ
て
届
出
月

の
直
前
の
十
二
箇
月
中
に
減
少
し
た
指
定
石
油
製
品

の
数
量
そ
の
他
の
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

る
数
量
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る

指
定
石
油
製
品
の
数
量

（
石
油
の
保
有
の
方
法
）

第
十
一
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
石
油
の
保

有
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
所
、
貯
蔵
所
若
し

く
は
取
扱
所
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
所

轄
消
防
長
若
し
く
は
消
防
署
長
の
承
認
に
係
る
場
所

二
　
本
邦
内
の
船
舶
（
領
海
及
び
接
続
水
域
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
一
条
に

規
定
す
る
海
域
を
通
過
し
た
こ
と
が
衛
星
航
法
装
置

に
よ
り
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
我
が
国
に
陸
揚
げ
さ
れ

る
こ
と
が
確
実
な
も
の
に
限
る
。
第
二
十
四
条
に
お

い
て
同
じ
。
）

三
　
貨
車

四
　
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法

律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
石
油
パ

イ
プ
ラ
イ
ン

3



（
原
油
の
数
量
の
指
定
石
油
製
品
の
数
量
へ
の
換
算
の

方
式
）

第
十
二
条
　
法
第
六
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
原
油

を
も
つ
て
指
定
石
油
製
品
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
は
、
緊
急
時
に
お
い
て
石
油
基
準
備
蓄
量
の
石
油
を

供
給
で
き
る
場
合
と
す
る
。

２
　
法
第
六
条
第
二
項
後
段
に
規
定
す
る
換
算
の
方
式

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
受
け
て
い
る
二
以
上
の
石
油

精
製
業
者
等
は
、
そ
の
指
定
石
油
製
品
に
代
え
て
保
有

し
た
原
油
を
合
計
し
た
数
量
が
次
の
各
号
の
方
式
で
換

算
さ
れ
た
指
定
石
油
製
品
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
原

油
の
数
量
の
合
計
し
た
数
量
以
下
で
あ
る
限
り
に
お
い

て
、
原
油
を
も
つ
て
指
定
石
油
製
品
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
　
原
油
を
も
つ
て
石
油
精
製
業
者
等
が
製
造
し
た
指

定
石
油
製
品
に
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
原
油
一

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
も
つ
て
指
定
石
油
製
品
〇
・
九
五

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。

二
　
原
油
を
も
つ
て
石
油
精
製
業
者
等
が
輸
入
し
た
指

定
石
油
製
品
に
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
緊
急
時

に
お
い
て
石
油
基
準
備
蓄
量
の
石
油
を
供
給
で
き
る

範
囲
内
で
法
第
五
条
第
一
項
に
よ
り
当
該
石
油
精
製

業
者
等
が
届
け
出
た
方
式
と
す
る
。

（
石
油
基
準
備
蓄
量
の
減
少
の
申
出
）

第
十
三
条
　
法
第
七
条
第
一
項
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
申
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
石
油
基
準
備
蓄
量
の
減
少
の
承
認
の
申
請
）

第
十
四
条
　
法
第
八
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
そ
の
石
油
基
準
備
蓄
量
を
増

加
す
る
こ
と
と
な
る
他
の
石
油
精
製
業
者
等
が
そ
の
増

加
す
る
石
油
の
種
類
、
数
量
及
び
増
加
す
る
期
間
に
つ

い
て
同
意
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
引
関
係
）

第
十
五
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
関

係
に
あ
る
石
油
精
製
業
者
等
（
法
第
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
確
認
を
受
け
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、

同
項
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
二
以
上
の
石
油
精
製
業
者
等
が
石
油
（
石
油

ガ
ス
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

生
産
、
販
売
、
購
入
、
貯
蔵
、
輸
送
そ
の
他
の
事
業

の
全
部
又
は
一
部
を
共
同
し
て
行
う
こ
と
。

二
　
二
の
石
油
精
製
業
者
等
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の

石
油
精
製
業
者
等
が
他
の
石
油
精
製
業
者
等
に
継
続

的
に
石
油
を
販
売
し
て
い
る
こ
と
。

三
　
三
以
上
の
石
油
精
製
業
者
等
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
三
以
上
の
石
油
精
製
業
者
等
が
次
の
イ
か
ら
ハ

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
。

イ
　
一
の
石
油
精
製
業
者
等
が
当
該
三
以
上
の
石
油

精
製
業
者
等
の
う
ち
当
該
一
の
石
油
精
製
業
者
等

以
外
の
も
の
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
継
続
的
に
石
油
を

販
売
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
一
の
石
油
精
製
業
者
等
が
当
該
三
以
上
の
石
油

精
製
業
者
等
の
う
ち
当
該
一
の
石
油
精
製
業
者
等

以
外
の
も
の
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
、
継
続
的
に
石
油

を
購
入
し
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
三
以
上
の
石
油
精
製
業
者
等
が
石
油
の
供

給
に
関
し
相
互
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
三
以
上
の
石
油
精
製
業
者
等
の
う
ち

二
以
上
の
石
油
精
製
業
者
等
が
、
第
一
号
、
前

号
、
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
り
、
か

つ
、
当
該
三
以
上
の
石
油
精
製
業
者
等
の
う
ち
当

該
二
以
上
の
石
油
精
製
業
者
等
以
外
の
も
の
の
そ

れ
ぞ
れ
と
、
直
接
又
は
間
接
に
、
第
一
号
、
前

号
、
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
。

（
確
認
の
申
出
）

第
十
六
条
　
法
第
八
条
第
二
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
様
式
第
五
に
よ
る
申
出
書
を
経
済
産
業
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
各
石
油
精
製
業
者
等
の
間
の

取
引
関
係
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事

項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
引
関
係
の
変
更
の
届
出
等
）

第
十
七
条
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受

け
て
い
る
石
油
精
製
業
者
等
の
間
の
取
引
関
係
の
変
更

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
石
油
精
製
業
者
等
は
、
遅
滞

な
く
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
準
用
す
る
。

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
後
の
取
引
関
係
が

第
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
届
出
を
し
た
石
油
精
製
業
者
等
に
、
そ

の
旨
の
通
知
を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受

け
て
い
る
石
油
精
製
業
者
等
は
、
そ
の
確
認
を
受
け
て

い
な
い
こ
と
と
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
七
に

よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の

届
出
に
係
る
確
認
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
と
す
る
予
定

年
月
日
以
後
当
該
石
油
精
製
業
者
等
は
、
当
該
確
認
を

受
け
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。

（
命
令
発
動
の
要
件
）

第
十
九
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
九
条
第
一
項
本
文

に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一
　
連
続
す
る
七
回
の
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に

規
定
す
る
各
測
定
日
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
平
均

石
油
保
有
量
が
石
油
基
準
備
蓄
量
を
下
回
つ
て
お

り
、
又
は
連
続
す
る
七
回
の
同
号
に
規
定
す
る
測
定

日
の
間
に
お
い
て
石
油
保
有
量
が
石
油
基
準
備
蓄
量

を
下
回
つ
て
い
る
期
間
が
相
当
の
割
合
以
上
を
占
め

て
い
る
こ
と
。

二
　
石
油
保
有
量
が
石
油
基
準
備
蓄
量
を
相
当
程
度
下

回
つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
石
油
精
製
業
者

等
に
係
る
石
油
の
購
入
の
計
画
、
購
入
し
た
石
油
の

輸
送
の
計
画
等
を
勘
案
し
、
相
当
と
認
め
ら
れ
る
期

間
内
に
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
従
つ
て
石
油
を

保
有
す
る
に
至
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
。

第
三
節
　
石
油
ガ
ス
の
備
蓄

第
二
十
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
者
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
届
出
月
の
直
前
の
十
二
箇
月
の
石
油
ガ
ス
の
輸
入

実
績
を
有
す
る
も
の
（
経
済
産
業
大
臣
（
国
家
備
蓄

石
油
に
係
る
事
業
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
を
除
く

。
）

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
過
去
前
号
に
該
当

し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
届
出
月
の
前
月
に
保
有
す
べ

き
石
油
ガ
ス
の
量
が
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
算
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
経
済
産
業
大
臣
（
国
家

備
蓄
石
油
に
係
る
事
業
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
を

除
く
。
）

（
石
油
ガ
ス
基
準
備
蓄
量
等
の
届
出
）

第
二
十
一
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
届
出
月
の
末
日
ま
で
に
、
様
式
第
一
に
よ
る
届
出

書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
届
出
月
の
前
月
の
石
油
ガ
ス
の
輸
入
量
か
ら
次
に

掲
げ
る
数
量
を
合
計
し
た
数
量
を
控
除
し
た
数
量

イ
　
届
出
月
の
前
月
中
に
輸
入
し
た
石
油
ガ
ス
の
う

ち
輸
出
し
、
又
は
輸
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

販
売
し
た
も
の
の
数
量
を
合
計
し
た
数
量

ロ
　
届
出
月
の
前
月
中
に
輸
入
し
た
石
油
ガ
ス
の
う

ち
石
油
化
学
製
品
製
造
業
者
に
対
し
て
石
油
化
学

製
品
の
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
販
売
し
た
も

の
の
数
量
か
ら
、
当
該
石
油
化
学
製
品
の
製
造
工

程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
る
指
定
石
油
製
品
及
び
石

油
ガ
ス
の
数
量
に
相
当
す
る
原
料
と
し
て
使
用
さ

れ
た
石
油
ガ
ス
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量

ハ
　
届
出
月
の
前
月
中
に
輸
入
し
た
石
油
ガ
ス
の
う

ち
石
油
化
学
製
品
の
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て

使
用
し
た
も
の
の
数
量
か
ら
、
当
該
石
油
化
学
製

品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
副
生
さ
れ
る
指
定
石
油

製
品
及
び
石
油
ガ
ス
の
数
量
に
相
当
す
る
原
料
と

し
て
使
用
し
た
石
油
ガ
ス
の
数
量
を
控
除
し
た

数
量

二
　
次
条
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
に
基
づ
く

石
油
ガ
ス
基
準
備
蓄
量
の
算
定
に
際
し
参
考
と
し
た

事
項

三
　
次
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
石
油
ガ
ス
基

準
備
蓄
量

（
石
油
ガ
ス
基
準
備
蓄
量
の
算
定
）

第
二
十
二
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
石
油
ガ
ス
基
準
備
蓄

量
は
、
届
出
月
の
十
一
箇
月
前
か
ら
届
出
月
ま
で
の
期

間
の
各
月
の
前
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
数
量
を
合

計
し
た
数
量
を
届
出
月
の
直
前
の
十
二
箇
月
の
日
数
で

除
し
、
こ
れ
に
四
十
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
と
す

る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
数
量
が
変
更

さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
変
更
後
の
数
量
を
も
つ
て
法

第
十
条
第
一
項
の
石
油
ガ
ス
基
準
備
蓄
量
と
す
る
。

２
　
備
蓄
の
増
強
の
た
め
の
石
油
ガ
ス
の
輸
入
そ
の
他
経

済
産
業
大
臣
が
適
当
と
認
め
た
場
合
に
は
、
石
油
ガ
ス

輸
入
業
者
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
た
数

量
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３
　
石
油
ガ
ス
輸
入
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
た
数
量
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
を
経
済
産

業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
我
が
国
の
石
油
ガ
ス
の
輸
入
量
の
算
定
方
法
）

第
二
十
三
条
　
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
月
の

直
前
の
十
二
箇
月
の
我
が
国
の
石
油
ガ
ス
の
輸
入
量

は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
数
量
を
合
計
し
た

数
量
か
ら
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
数
量

を
合
計
し
た
数
量
を
控
除
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
届
出
月
の
直
前
の
十
二
箇
月
の
石
油
ガ
ス
の
輸

入
量

二
　
届
出
月
の
直
前
の
十
二
箇
月
の
開
始
の
月
に
お
い

て
各
石
油
ガ
ス
輸
入
業
者
が
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
石
油
ガ
ス
の
数
量
を
合
計
し
た
数
量

4



三
　
届
出
月
の
直
前
の
十
二
箇
月
中
に
輸
入
し
た
石
油

ガ
ス
の
う
ち
輸
出
し
た
数
量

四
　
届
出
月
に
お
い
て
各
石
油
ガ
ス
輸
入
業
者
が
保
有

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
石
油
ガ
ス
の
数
量
を
合
計
し

た
数
量

五
　
届
出
月
の
直
前
の
十
二
箇
月
中
に
石
油
化
学
製
品

の
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
石
油
ガ
ス
の
数
量

六
　
第
三
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

石
油
ガ
ス
の
輸
送
、
貯
蔵
等
に
伴
つ
て
届
出
月
の
直

前
の
十
二
箇
月
中
に
減
少
し
た
石
油
ガ
ス
の
数
量
そ

の
他
の
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
数
量
か
ら
控

除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
石
油
ガ
ス
の

数
量

（
石
油
ガ
ス
の
保
有
の
方
法
）

第
二
十
四
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
石
油

ガ
ス
の
保
有
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

四
号
）
第
五
条
第
一
項
の
製
造
の
許
可
に
係
る
事

業
所

二
　
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一

号
）
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
工
作
物

三
　
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十

号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
電
気
工

作
物

四
　
本
邦
内
の
船
舶

五
　
貨
車

（
取
引
関
係
）

第
二
十
五
条
　
石
油
ガ
ス
の
販
売
、
購
入
、
貯
蔵
、
輸
送

そ
の
他
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
共
同
し
て
行
う
取

引
関
係
に
あ
る
二
以
上
の
石
油
ガ
ス
輸
入
業
者
（
法
第

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

は
同
項
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

（
準
用
等
）

第
二
十
六
条
　
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第

十
七
条
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
は
、
石
油

ガ
ス
輸
入
業
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
十
三
条
の
見
出
し
、
第
十
四
条
及
び
第
十
九
条
中

「
石
油
基
準
備
蓄
量
」
と
あ
る
の
は
「
石
油
ガ
ス
基
準

備
蓄
量
」
と
、
第
十
三
条
中
「
法
第
七
条
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
七
条
第
一
項
」
と
、
第
十
四
条
第
一
項
中
「
法
第

八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二

項
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三

項
、
第
十
八
条
並
び
に
第
十
九
条
第
二
号
中
「
石
油
精

製
業
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
石
油
ガ
ス
輸
入
業
者
」

と
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十

八
条
第
一
項
中
「
法
第
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条

第
二
項
」
と
、
第
十
九
条
中
「
法
第
九
条
第
一
項
本

文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
二
条
第
一
項
本
文
」
と
、

同
条
第
一
号
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ

る
の
は
「
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
」
と
、
「
平
均

石
油
保
有
量
」
と
あ
る
の
は
「
平
均
石
油
ガ
ス
保
有

量
」
と
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
石
油
保
有

量
」
と
あ
る
の
は
「
石
油
ガ
ス
保
有
量
」
と
、
同
条
第

二
号
中
「
石
油
」
と
あ
る
の
は
「
石
油
ガ
ス
」
と
、

「
法
第
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
一
条
第

一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
　
災
害
時
石
油
供
給
連
携
計
画
の
届
出
等

（
災
害
時
石
油
供
給
連
携
計
画
を
作
成
す
る
地
域
）

第
二
十
六
条
の
二
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
地
域
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

区
分

区
域

第
一
地
域

北
海
道

第
二
地
域

青
森
県
　
岩
手
県
　
宮
城
県
　
秋
田
県

　
山
形
県
　
福
島
県

第
三
地
域

茨
城
県
　
栃
木
県
　
群
馬
県
　
埼
玉
県

　
千
葉
県
　
東
京
都
　
神
奈
川
県

第
四
地
域

新
潟
県
　
富
山
県
　
石
川
県
　
福
井
県

　
長
野
県

第
五
地
域

山
梨
県
　
岐
阜
県
　
静
岡
県
　
愛
知
県

　
三
重
県

第
六
地
域

滋
賀
県
　
京
都
府
　
大
阪
府
　
兵
庫
県

　
奈
良
県
　
和
歌
山
県

第
七
地
域

鳥
取
県
　
島
根
県
　
岡
山
県
　
広
島
県

　
山
口
県

第
八
地
域

徳
島
県
　
香
川
県
　
愛
媛
県
　
高
知
県

第
九
地
域

福
岡
県
　
佐
賀
県
　
長
崎
県
　
熊
本
県

　
大
分
県
　
宮
崎
県
　
鹿
児
島
県

第
十
地
域

沖
縄
県

（
特
定
石
油
精
製
業
者
等
の
要
件
等
）

第
二
十
六
条
の
三
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
貯
蔵
能
力
は
、
権
原
に
基
づ
い
て
利
用
で

き
る
指
定
石
油
製
品
の
貯
蔵
施
設
の
貯
蔵
能
力
（
複
数

の
石
油
精
製
業
者
等
が
そ
の
権
原
に
基
づ
い
て
利
用
で

き
る
指
定
石
油
製
品
の
貯
蔵
施
設
に
あ
つ
て
は
、
当
該

貯
蔵
施
設
の
貯
蔵
能
力
を
当
該
複
数
の
石
油
精
製
業
者

等
の
数
で
除
し
て
得
た
貯
蔵
能
力
）
が
、
二
千
キ
ロ
リ

ッ
ト
ル
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

２
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要

件
は
、
第
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
石
油
精
製
業
者
等

の
委
託
を
受
け
て
製
造
し
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
を

除
き
、
他
の
石
油
精
製
業
者
に
委
託
し
て
製
造
し
た
指

定
石
油
製
品
の
数
量
を
含
む
。
」
を
「
他
の
石
油
精
製

業
者
に
委
託
し
て
製
造
し
た
指
定
石
油
製
品
の
数
量
を

含
む
。
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
過
去
三
年
間
に
お
い

て
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
に

届
け
出
た
各
月
の
石
油
基
準
備
蓄
量
（
第
九
条
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま

で
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
、
当
該
月
の
全
て
の
石
油
精
製
業
者
等
の
石

油
基
準
備
蓄
量
を
合
計
し
た
数
量
の
お
お
む
ね
一
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
災
害
時
石
油
供
給
連
携
計
画
の
届
出
）

第
二
十
六
条
の
四
　
法
第
十
三
条
第
四
項
前
段
の
規
定
に

よ
る
災
害
時
石
油
供
給
連
携
計
画
の
届
出
は
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し

て
二
月
以
内
に
、
様
式
第
七
の
二
に
よ
る
届
出
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
三
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
災
害
時
石

油
供
給
連
携
計
画
の
届
出
は
、
変
更
後
遅
滞
な
く
、
様

式
第
七
の
三
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
災
害
時
石
油
供
給
連
携
計
画
の
記
載
事
項
）

第
二
十
六
条
の
五
　
法
第
十
三
条
第
五
項
第
四
号
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
経
済
産
業
省
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
連
絡
に
関
す

る
事
項

二
　
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
家
備
蓄
石
油

（
指
定
石
油
製
品
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
管
理
の
委
託
を
受
け
た
特
定
石
油
精
製

業
者
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
国
家
備
蓄
石
油
を
管
理

す
る
貯
蔵
施
設
及
び
油
種
別
の
貯
蔵
量
に
関
す
る

事
項

三
　
災
害
時
石
油
供
給
連
携
計
画
を
実
施
す
る
た
め
の

訓
練
に
関
す
る
事
項

（
災
害
時
石
油
ガ
ス
供
給
連
携
計
画
を
作
成
す
る
地
域
）

第
二
十
六
条
の
六
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
地
域
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

区
分

区
域

第
一
地
域

北
海
道

第
二
地
域

青
森
県
　
岩
手
県
　
宮
城
県
　
秋
田
県

　
山
形
県
　
福
島
県

第
三
地
域

茨
城
県
　
栃
木
県
　
群
馬
県
　
埼
玉
県

　
千
葉
県
　
東
京
都
　
神
奈
川
県
　
新

潟
県
　
山
梨
県
　
長
野
県
　
静
岡
県

第
四
地
域

富
山
県
　
石
川
県
　
岐
阜
県
　
愛
知
県

　
三
重
県

第
五
地
域

福
井
県
　
滋
賀
県
　
京
都
府
　
大
阪
府

　
兵
庫
県
　
奈
良
県
　
和
歌
山
県

第
六
地
域

鳥
取
県
　
島
根
県
　
岡
山
県
　
広
島
県

　
山
口
県

第
七
地
域

徳
島
県
　
香
川
県
　
愛
媛
県
　
高
知
県

第
八
地
域

福
岡
県
　
佐
賀
県
　
長
崎
県
　
熊
本
県

　
大
分
県
　
宮
崎
県
　
鹿
児
島
県

第
九
地
域

沖
縄
県

（
特
定
石
油
ガ
ス
輸
入
業
者
等
の
要
件
等
）

第
二
十
六
条
の
七
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
貯
蔵
能
力
は
、
二
十
ト
ン
と
す
る
。

２
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要

件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す

る
。

一
　
次
の
イ
、
ロ
又
は
ハ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
。

イ
　
石
油
ガ
ス
基
準
備
蓄
量
が
お
お
む
ね
五
万
ト
ン

以
上
の
石
油
ガ
ス
輸
入
業
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
年
間
お
お
む
ね
五
万
ト
ン
以
上
の
石
油
ガ
ス
を

販
売
し
て
い
る
石
油
販
売
業
者
（
石
油
ガ
ス
の
販

売
を
行
う
事
業
を
行
う
者
に
限
る
。
ハ
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
者
と
資
本
関
係
、
人
的

関
係
等
を
有
す
る
石
油
販
売
業
者
で
あ
つ
て
、
第

二
十
六
条
の
六
の
表
に
定
め
る
地
域
に
石
油
ガ
ス

容
器
に
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
事
業
場
を
設
置
し

て
い
る
石
油
販
売
業
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
我
が
国
に
お
け
る
災
害
の
発
生
に
よ
り
第
二
十
六

条
の
六
の
表
に
定
め
る
地
域
へ
の
石
油
ガ
ス
の
供
給

が
不
足
す
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
地

域
へ
の
石
油
ガ
ス
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
に
資
す

る
見
込
み
が
十
分
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（
災
害
時
石
油
ガ
ス
供
給
連
携
計
画
の
届
出
）

第
二
十
六
条
の
八
　
法
第
十
四
条
第
四
項
前
段
の
規
定
に

よ
る
災
害
時
石
油
ガ
ス
供
給
連
携
計
画
の
届
出
は
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
石
油
ガ
ス
輸
入
業
者
等

の
指
定
に
係
る
告
示
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二

月
以
内
に
、
様
式
第
七
の
四
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産

業
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
四
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
災
害
時
石

油
ガ
ス
供
給
連
携
計
画
の
届
出
は
、
変
更
後
遅
滞
な
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く
、
様
式
第
七
の
五
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣

に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
災
害
時
石
油
ガ
ス
供
給
連
携
計
画
の
記
載
事
項
）

第
二
十
六
条
の
九
　
法
第
十
四
条
第
五
項
第
四
号
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
経
済
産
業
省
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
連
絡
に
関
す

る
事
項

二
　
災
害
時
石
油
ガ
ス
供
給
連
携
計
画
を
実
施
す
る
た

め
の
訓
練
に
関
す
る
事
項

第
四
章
　
石
油
輸
入
業
の
登
録
等

第
一
節
　
石
油
輸
入
業
の
登
録

（
登
録
の
申
請
）

第
二
十
七
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第

十
六
条
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
八
に

よ
る
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
法
第
十
七
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

し
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四

十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
七
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
登
録
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
役
員
（
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
役
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
五
第

一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
申
請
者
に
対
し
、
当
該

申
請
者
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
を

提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
様
式
第
九
に
よ
り
作
成
し
た
登
録
申
請
者
の
履

歴
書

二
　
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
定
款
又
は
寄
付

行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

三
　
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
石
油
の
保
有
に

必
要
と
認
め
ら
れ
る
施
設
を
権
原
に
基
づ
い
て
利
用

で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

四
　
貯
蔵
施
設
の
位
置
及
び
付
近
の
状
況
を
示
す
図
面

３
　
法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
法
第
十
九
条
第
一

項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
は
、
様

式
第
十
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
登
録
）

第
二
十
八
条
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
一
に
よ
る

申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
変
更
の
届
出
）

第
二
十
九
条
　
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
変
更

の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
二
に
よ
る

届
出
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
石
油
輸
入
業
者

が
個
人
で
あ
り
、
か
つ
、
法
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
二
十
七

条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
石
油
輸
入
業
者
が
法
人
で
あ
り
、
か
つ
、
法
第
十

七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ

た
と
き
　
第
二
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

書
類

二
　
石
油
輸
入
業
者
が
法
人
で
あ
り
、
か
つ
、
法
第
十

七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ

た
と
き
　
第
二
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号

に
掲
げ
る
書
類
及
び
法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す

る
法
第
十
九
条
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

誓
約
す
る
書
面

（
廃
止
の
届
出
）

第
三
十
条
　
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
廃
止
の
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
三
に
よ
る
届
出
書
を

経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
告
の
方
法
）

第
三
十
一
条
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所

在
不
明
者
の
公
告
は
、
官
報
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節
　
石
油
精
製
業
等
の
届
出

（
石
油
精
製
業
の
届
出
）

第
三
十
二
条
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石

油
精
製
業
の
開
始
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様

式
第
十
四
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
六
号
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
事
業
開
始
予
定
時
期
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

イ
　
石
油
製
品
の
生
産
計
画

ロ
　
石
油
の
販
売
計
画

ハ
　
所
要
資
金
の
額
及
び
調
達
方
法

ニ
　
石
油
精
製
業
の
収
支
見
積
り

ホ
　
石
油
製
品
の
生
産
又
は
石
油
の
販
売
を
他
に
委

託
し
、
又
は
他
か
ら
受
託
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
計
画

二
　
製
造
場
ご
と
の
図
面
並
び
に
石
油
製
品
の
生
産
及

び
石
油
の
貯
蔵
の
た
め
の
設
備
の
明
細
及
び
配
置
図

三
　
現
に
行
つ
て
い
る
事
業
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
概

要
を
説
明
し
た
書
類

四
　
法
人
に
あ
つ
て
は
、
次
の
書
類

イ
　
定
款

ロ
　
役
員
の
氏
名
及
び
経
歴

ハ
　
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び

損
益
計
算
書

４
　
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
五
に
よ
る
届
出
書

を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
精
製
業

の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
六

に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
石
油
販
売
業
の
届
出
）

第
三
十
三
条
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石

油
販
売
業
の
開
始
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様

式
第
十
七
に
よ
る
届
出
書
を
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
経
済

産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
要
件
は
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
給
油
設
備

の
規
模
が
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る

こ
と
そ
の
他
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当

す
る
こ
と
と
す
る
。

３
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
六
号
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

一
　
販
売
し
よ
う
と
す
る
石
油
の
種
類

二
　
主
た
る
仕
入
先

三
　
主
た
る
販
売
施
設
の
概
要

四
　
特
定
石
油
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、
密
接
な
関
係

を
有
す
る
石
油
精
製
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

五
　
事
業
開
始
予
定
時
期

六
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号
の
石
油
販
売
業
者

に
あ
つ
て
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
同

号
の
営
業
所
の
状
況
の
確
認
を
受
け
る
た
め
の
電
話

番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

七
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号
の
石
油
販
売
業
者

に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
営
業
所
ご
と
の
指
定
石
油
製

品
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
に
関
す

る
事
項

４
　
特
定
石
油
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
の
届
出

書
に
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
石
油
の
販
売
計
画

二
　
石
油
の
貯
蔵
の
た
め
の
設
備
の
明
細
及
び
配
置
図

三
　
石
油
精
製
業
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
を

証
す
る
書
類

５
　
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
に
よ
る
届
出
書

を
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済

産
業
局
長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
法
第
二
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二

十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
販
売
業
の
廃
止
の

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
九
に
よ
る
届

出
書
を
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
石
油
ガ
ス
輸
入
業
の
届
出
）

第
三
十
四
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石

油
ガ
ス
輸
入
業
の
開
始
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
様
式
第
二
十
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
事
業
開
始
予
定
時
期
と
す
る
。

３
　
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
一
に
よ
る
届
出

書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二

十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
ガ
ス
輸
入
業
の
廃

止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
二
に

よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
五
章
　
国
家
備
蓄
石
油

（
国
家
備
蓄
石
油
の
譲
渡
し
及
び
貸
付
け
）

第
三
十
四
条
の
二
　
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
国
家

備
蓄
石
油
の
譲
渡
し
及
び
貸
付
け
は
、
次
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
入
札
に
よ
る
売
却

二
　
随
意
契
約
に
よ
る
売
却

三
　
交
換
に
よ
る
譲
渡

四
　
そ
の
他
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
法

第
六
章
　
勧
告
等

（
報
告
実
施
の
告
示
）

第
三
十
四
条
の
三
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
我
が
国
へ
の
石

油
の
供
給
が
不
足
す
る
事
態
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
我
が
国
に
お
け
る
災
害
の
発
生

に
よ
り
国
内
の
特
定
の
地
域
へ
の
石
油
の
供
給
が
不
足

す
る
事
態
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

報
告
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
告
示

に
よ
り
、
報
告
を
求
め
る
者
及
び
報
告
書
の
提
出
期
限

を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
様
式
第
二
十
二
の
二
、
様
式

第
二
十
二
の
三
、
様
式
第
二
十
二
の
四
、
様
式
第
二
十

二
の
五
、
様
式
第
二
十
二
の
六
、
様
式
第
二
十
二
の

七
、
様
式
第
二
十
二
の
八
、
様
式
第
二
十
二
の
九
、
様
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式
第
二
十
二
の
十
又
は
様
式
第
二
十
二
の
十
一
に
よ
る

報
告
書
の
提
出
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
二
項
の
報
告
を
求
め
る
必
要

が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨

を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
生
産
予
定
量
等
の
報
告
）

第
三
十
四
条
の
四
　
石
油
業
者
（
石
油
販
売
業
者
（
特
定

石
油
販
売
業
者
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
は
、
前
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
る
日
ま
で
の
間
に
お

い
て
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応

じ
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
同
表

の
第
三
欄
に
掲
げ
る
時
期
に
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ

る
様
式
の
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第一欄

第
二
欄

第

三

欄

第
四
欄

石油精製業者

毎
週
土
曜
日
の
原
油
・

石
油
ガ
ス
船
積
計
画

翌

週

火

曜

日

ま

で

様
式
第
二

十
二
の
十

二

毎
週
土
曜
日
の
原
油
・

石
油
ガ
ス
船
舶
輸
送

状
況

様
式
第
二

十
二
の
十

三

毎
週
日
曜
日
か
ら
土
曜

日
（
前
条
第
一
項
の
告

示
が
行
わ
れ
た
日
の
属

す
る
週
に
あ
つ
て
は
、

告
示
が
行
わ
れ
た
日
か

ら
当
該
週
の
土
曜
日
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て

同
じ
。
）
ま
で
の
石
油

輸
入
実
績

様
式
第
二

十
二
の
十

四

毎
週
日
曜
日
か
ら
土
曜

日
ま
で
の
石
油
輸
出

実
績

様
式
第
二

十
二
の
十

五

毎
週
日
曜
日
か
ら
土
曜

日
ま
で
の
製
油
所
原
油

処
理
・
生
産
・
受
入
・

払
出
量

様
式
第
二

十
二
の
十

六

毎
週
土
曜
日
の
製
油
所

等
石
油
在
庫
量

様
式
第
二

十
二
の
十

七

毎
週
土
曜
日
の
油
槽
所

等
石
油
製
品
・
半
製
品

在
庫
量

様
式
第
二

十
二
の
十

八

当
該
月
以
降
三
月
間
の

石
油
需
給
予
定
量

毎

月

六

日

ま

で

（
前
条

第

一

項

の

告

示

が

行

わ

れ

た

日

の

属

す

る

月

に

あ

つ

て
は
、

告

示

が

行

わ

れ

た

日

か

ら

六

日

以
内
。

以

下

こ

の

表

に

お

い

て

同

じ
。
）

様
式
第
二

十
二
の
十

九

特定石油販売業者又は石油輸入

毎
週
土
曜
日
の
原
油
・

石
油
ガ
ス
船
積
計
画

翌

週

火

曜

日

ま

で

様
式
第
二

十
二
の
十

二

毎
週
土
曜
日
の
原
油
・

石
油
ガ
ス
船
舶
輸
送

状
況

様
式
第
二

十
二
の
十

三

業者

毎
週
日
曜
日
か
ら
土
曜

日
ま
で
の
石
油
輸
入

実
績

様
式
第
二

十
二
の
十

四

毎
週
日
曜
日
か
ら
土
曜

日
ま
で
の
石
油
輸
出

実
績

様
式
第
二

十
二
の
十

五

毎
週
土
曜
日
の
製
油
所

等
石
油
在
庫
量

様
式
第
二

十
二
の
十

七

毎
週
土
曜
日
の
油
槽
所

等
石
油
製
品
・
半
製
品

在
庫
量

様
式
第
二

十
二
の
十

八

当
該
月
以
降
三
月
間
の

石
油
需
給
予
定
量

毎

月

六

日

ま
で

様
式
第
二

十
二
の
十

九

石油ガス輸入業者

毎
週
土
曜
日
の
原
油
・

石
油
ガ
ス
船
積
計
画

翌

週

火

曜

日

ま

で

様
式
第
二

十
二
の
十

二

毎
週
土
曜
日
の
原
油
・

石
油
ガ
ス
船
舶
輸
送

状
況

様
式
第
二

十
二
の
十

三

毎
週
日
曜
日
か
ら
土
曜

日
ま
で
の
石
油
輸
入

実
績

様
式
第
二

十
二
の
十

四

毎
週
日
曜
日
か
ら
土
曜

日
ま
で
の
石
油
輸
出

実
績

様
式
第
二

十
二
の
十

五

毎
週
土
曜
日
の
製
油
所

等
石
油
在
庫
量

様
式
第
二

十
二
の
十

七

毎
週
土
曜
日
の
油
槽
所

等
石
油
製
品
・
半
製
品

在
庫
量

様
式
第
二

十
二
の
十

八

当
該
月
以
降
三
月
間
の

石
油
需
給
予
定
量

毎

月

六

日

ま
で

様
式
第
二

十
二
の
十

九

当
該
月
以
降
六
月
間
の

石
油
ガ
ス
需
給
予
定
量

様
式
第
二

十
二
の
二

十

２
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告

示
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
告

示
が
行
わ
れ
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
石
油
の
安
定

的
な
供
給
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
石
油
業
者
に
通
知
し
て
、
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
報
告
よ
り
も
詳
細
な
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
　
前
項
の
規
定
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
告
示

を
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

「
石
油
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
石
油
業
者
又
は
石
油
販

売
業
者
が
組
織
す
る
団
体
で
あ
つ
て
経
済
産
業
大
臣
が

指
定
す
る
も
の
」
と
、
「
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
」

と
あ
る
の
は
「
前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
報
告
）

第
三
十
四
条
の
五
　
石
油
業
者
又
は
石
油
販
売
業
者
が
組

織
す
る
団
体
で
あ
つ
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も

の
は
、
第
三
十
四
条
の
三
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
提

出
し
た
報
告
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
変
更
に
係
る
事
項
を
経
済
産
業
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章
　
雑
則

（
生
産
量
等
の
届
出
）

第
三
十
五
条
　
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
石
油

製
品
の
生
産
量
又
は
石
油
の
販
売
量
若
し
く
は
輸
入
量

の
届
出
は
、
届
出
月
の
末
日
ま
で
に
、
様
式
第
一
に
よ

る
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
三
十
六
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
石
油
精
製
業
者
等
に
あ
つ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る

事
項
、
特
定
石
油
精
製
業
者
等
に
あ
つ
て
は
第
二
号
に

掲
げ
る
事
項
、
石
油
ガ
ス
輸
入
業
者
に
あ
つ
て
は
第
三

号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
届
出
月
の
前
月
の
、
十
五
日
及
び
末
日
（
以
下

「
測
定
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
石
油
（
石
油
ガ
ス

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
保
有
量

及
び
平
均
石
油
保
有
量
（
各
測
定
日
及
び
当
該
測
定

日
の
直
前
の
測
定
日
に
お
け
る
石
油
保
有
量
を
合
計

し
た
数
量
を
二
で
除
し
て
得
ら
れ
る
数
量
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
備
蓄
状
況
に
関
す
る
事
項

二
　
届
出
月
の
前
月
の
測
定
日
に
お
け
る
石
油
の
貯
蔵

施
設
の
貯
蔵
能
力
及
び
貯
蔵
量
そ
の
他
の
施
設
の
能

力
に
関
す
る
事
項

三
　
届
出
月
の
前
月
の
測
定
日
に
お
け
る
石
油
ガ
ス
保

有
量
及
び
平
均
石
油
ガ
ス
保
有
量
（
各
測
定
日
及
び

当
該
測
定
日
の
直
前
の
測
定
日
に
お
け
る
石
油
ガ
ス

保
有
量
を
合
計
し
た
数
量
を
二
で
除
し
て
得
ら
れ
る

数
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
備
蓄
状
況

に
関
す
る
事
項
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３
　
前
項
に
掲
げ
る
事
項
の
届
出
は
、
届
出
月
の
末
日
ま

で
に
、
様
式
第
二
十
三
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
石
油
輸
入
業
者
に
係
る
承
継
の
届
出
）

第
三
十
六
条
　
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
石

油
輸
入
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
様
式
第
二
十
四
に
よ
る
届
出
書
に
次
の
書
類
を

添
付
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
輸
入

業
者
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
て
石
油
輸
入
業
者

の
地
位
を
承
継
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
二

十
五
に
よ
る
書
面
及
び
事
業
の
全
部
の
譲
り
渡
し
が

あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
輸
入

業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
二
以

上
の
相
続
人
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
も

の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
二
十
六
に
よ
る
書
面
及
び

戸
籍
謄
本

三
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
輸
入

業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
前
号

の
相
続
人
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
二
十

七
に
よ
る
書
面
及
び
戸
籍
謄
本

四
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ

つ
て
石
油
輸
入
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

五
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
に
よ

つ
て
石
油
輸
入
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ

つ
て
は
、
様
式
第
二
十
八
に
よ
る
書
面
及
び
そ
の
法

人
の
登
記
事
項
証
明
書

六
　
石
油
輸
入
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
（
地
位
を

承
継
し
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の

法
人
及
び
そ
の
法
人
の
役
員
を
含
む
。
）
が
法
第
十

九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
該
当
し
な

い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

２
　
前
項
第
六
号
に
規
定
す
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二

号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る

書
面
は
、
様
式
第
十
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
技
術
的
読
替
え
等
）

第
三
十
七
条
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石

油
輸
入
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
（
第
二
項
に
規
定

す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
月
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
届
出
月
」
と
い
う
。
）
の
」
と
あ

る
の
は
「
届
出
月
の
前
月
の
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
石
油
輸
入
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
日
以
後

に
お
け
る
」
と
、
「
を
経
済
産
業
大
臣
」
と
あ
る
の
は

「
並
び
に
届
出
月
の
前
月
の
当
該
承
継
の
日
前
に
お
け

る
そ
の
者
及
び
譲
渡
人
、
被
相
続
人
、
合
併
に
よ
り
消

滅
し
た
法
人
又
は
分
割
を
し
た
法
人
た
る
石
油
輸
入
業

者
に
係
る
こ
れ
ら
の
事
項
を
経
済
産
業
大
臣
」
と
す

る
。

２
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
輸
入
業

者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
の
う
ち
当
該
承
継
の
日
前
に

お
い
て
石
油
輸
入
業
者
に
該
当
し
な
い
も
の
及
び
合
併

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
も
の
に
関
す
る
法
第

五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
そ
の
月
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
届
出
月
」
と
い

う
。
）
の
」
と
あ
る
の
は
「
届
出
月
の
前
月
の
第
三
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
輸
入
業
者
の
地
位
を

承
継
し
た
日
以
後
に
お
け
る
」
と
、
「
を
経
済
産
業
大

臣
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
届
出
月
の
前
月
の
当
該
承
継

の
日
前
に
お
け
る
譲
渡
人
、
被
相
続
人
又
は
合
併
に
よ

り
消
滅
し
た
法
人
た
る
石
油
輸
入
業
者
に
係
る
こ
れ
ら

の
事
項
を
経
済
産
業
大
臣
」
と
す
る
。

第
三
十
八
条
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
第
七
条
第
一
号
又
は
第
四
号
に
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。

（
石
油
精
製
業
者
に
係
る
承
継
の
届
出
）

第
三
十
九
条
　
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
石

油
精
製
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
様
式
第
二
十
九
に
よ
る
届
出
書
に
次
の
書
類
を

添
付
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
精
製

業
者
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
て
石
油
精
製
業
者

の
地
位
を
承
継
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
三

十
に
よ
る
書
面
及
び
事
業
の
全
部
の
譲
り
渡
し
が
あ

つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
精
製

業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
二
以

上
の
相
続
人
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
も

の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
三
十
一
に
よ
る
書
面
及
び

戸
籍
謄
本

三
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
精
製

業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
前
号

の
相
続
人
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
三
十

二
に
よ
る
書
面
及
び
戸
籍
謄
本

四
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ

つ
て
石
油
精
製
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

五
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
に
よ

つ
て
石
油
精
製
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ

つ
て
は
、
様
式
第
三
十
三
に
よ
る
書
面
及
び
そ
の
法

人
の
登
記
事
項
証
明
書

（
技
術
的
読
替
え
等
）

第
四
十
条
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石
油

精
製
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
（
第
二
項
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
月
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
届
出
月
」
と
い
う
。
）
の
」
と
あ
る

の
は
「
届
出
月
の
前
月
の
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
石
油
精
製
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
日
以
後
に

お
け
る
」
と
、
「
を
経
済
産
業
大
臣
」
と
あ
る
の
は

「
並
び
に
届
出
月
の
前
月
の
当
該
承
継
の
日
前
に
お
け

る
そ
の
者
及
び
譲
渡
人
、
被
相
続
人
、
合
併
に
よ
り
消

滅
し
た
法
人
又
は
分
割
を
し
た
法
人
た
る
石
油
精
製
業

者
に
係
る
こ
れ
ら
の
事
項
を
経
済
産
業
大
臣
」
と
す

る
。

２
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
精
製
業

者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
の
う
ち
当
該
承
継
の
日
前
に

お
い
て
石
油
精
製
業
者
に
該
当
し
な
い
も
の
及
び
合
併

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
も
の
に
関
す
る
法
第

五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
そ
の
月
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
届
出
月
」
と
い

う
。
）
の
」
と
あ
る
の
は
「
届
出
月
の
前
月
の
第
三
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
精
製
業
者
の
地
位
を

承
継
し
た
日
以
後
に
お
け
る
」
と
、
「
を
経
済
産
業
大

臣
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
届
出
月
の
前
月
の
当
該
承
継

の
日
前
に
お
け
る
譲
渡
人
、
被
相
続
人
又
は
合
併
に
よ

り
消
滅
し
た
法
人
た
る
石
油
精
製
業
者
に
係
る
こ
れ
ら

の
事
項
を
経
済
産
業
大
臣
」
と
す
る
。

（
準
用
）

第
四
十
一
条
　
前
三
条
に
つ
い
て
は
特
定
石
油
販
売
業
者

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十

八
条

法
第
三
十
八

条
第
一
項

法
第
三
十
八
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
八
条
第
一
項

第
一
号

第
二
号

第
三
十

九
条

法
第
三
十
八

条
第
二
項

法
第
三
十
八
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
八
条
第
二
項

様
式
第
二
十

九

様
式
第
三
十
四

第
三
十

九
条
第

一
号

法
第
三
十
八

条
第
一
項

法
第
三
十
八
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
八
条
第
一
項

様
式
第
三
十

様
式
第
三
十
五

第
三
十

九
条
第

二
号

法
第
三
十
八

条
第
一
項

法
第
三
十
八
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
八
条
第
一
項

様
式
第
三
十

一

様
式
第
三
十
六

第
三
十

九
条
第

三
号

法
第
三
十
八

条
第
一
項

法
第
三
十
八
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
八
条
第
一
項

様
式
第
三
十

二

様
式
第
三
十
七

第
三
十

九
条
第

四
号

法
第
三
十
八

条
第
一
項

法
第
三
十
八
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
八
条
第
一
項

第
三
十

九
条
第

五
号

法
第
三
十
八

条
第
一
項

法
第
三
十
八
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
八
条
第
一
項

様
式
第
三
十

三

様
式
第
三
十
八

第

四

十
条

法
第
三
十
八

条
第
一
項

法
第
三
十
八
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
八
条
第
一
項

第
三
十
八
条

第
一
項

第
三
十
八
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
三
十
八

条
第
一
項

２
　
前
二
条
に
つ
い
て
は
石
油
ガ
ス
輸
入
業
者
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第

三

十

九

条

法
第
三
十
八

条
第
二
項

法
第
三
十
八
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
八
条
第
二
項

様
式
第
二
十

九

様
式
第
三
十
九

第

三

十

九

条

第

一
号

法
第
三
十
八

条
第
一
項

法
第
三
十
八
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
八
条
第
一
項

様
式
第
三
十

様
式
第
四
十
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第

三

十

九

条

第

二
号

法
第
三
十
八

条
第
一
項

法
第
三
十
八
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
八
条
第
一
項

様
式
第
三
十

一

様
式
第
四
十
一

第

三

十

九

条

第

三
号

法
第
三
十
八

条
第
一
項

法
第
三
十
八
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
八
条
第
一
項

様
式
第
三
十

二

様
式
第
四
十
二

第

三

十

九

条

第

四
号

法
第
三
十
八

条
第
一
項

法
第
三
十
八
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
八
条
第
一
項

第

三

十

九

条

第

五
号

法
第
三
十
八

条
第
一
項

法
第
三
十
八
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
八
条
第
一
項

様
式
第
三
十

三

様
式
第
四
十
三

第

四

十
条

法
第
三
十
八

条
第
一
項

法
第
三
十
八
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
八
条
第
一
項

法
第
五
条
第

一
項

法
第
十
条
第
一
項

第
三
十
八
条

第
一
項

第
三
十
八
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
三
十
八

条
第
一
項

（
帳
簿
の
記
載
）

第
四
十
二
条
　
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
記

載
は
石
油
精
製
業
者
等
に
あ
つ
て
は
、
毎
月
の
測
定
日

に
お
け
る
石
油
保
有
量
及
び
平
均
石
油
保
有
量
が
明
ら

か
に
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
三
十
九
条
の
帳
簿
は
、
石
油
精
製
業
者
等
の
主

た
る
事
業
場
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
石
油
ガ
ス
輸
入
業
者
に
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
二
項
中
「
石
油
精
製
業

者
等
」
と
あ
る
の
は
「
石
油
ガ
ス
輸
入
業
者
」
と
、
第

一
項
中
「
石
油
保
有
量
」
と
あ
る
の
は
「
石
油
ガ
ス
保

有
量
」
と
、
「
平
均
石
油
保
有
量
」
と
あ
る
の
は
「
平

均
石
油
ガ
ス
保
有
量
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
三
十
九
条
の
帳
簿
は
、
閉
鎖
の
日
か
ら
半
年
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
四
十
三
条
　
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
事
項
が
、
電
磁

的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の

知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い

う
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ

電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き

は
、
当
該
記
録
の
保
存
を
も
つ
て
法
第
三
十
九
条
に
規

定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
の
保
存
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
経
済

産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
四
十
四
条
　
法
第
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
証
明
書

は
、
様
式
第
四
十
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
五
条
　
削
除

（
単
位
期
間
等
）

第
四
十
六
条
　
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
単
位
期
間
は
、

三
月
十
一
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で
の
期
間
及
び
九
月
十

一
日
か
ら
三
月
十
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、

七
月
十
一
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で
の
期
間
又
は
一
月
十

一
日
か
ら
三
月
十
日
ま
で
の
期
間
に
な
さ
れ
た
貸
付
け

に
係
る
第
一
回
目
の
単
位
期
間
は
、
当
該
貸
付
け
の
日

か
ら
三
月
十
日
ま
で
の
期
間
又
は
九
月
十
日
ま
で
の
期

間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
利
子
補
給
金

の
額
を
計
算
す
る
場
合
は
、
当
該
単
位
期
間
に
お
け
る

貸
付
残
高
の
存
す
る
日
数
に
一
日
当
た
り
の
利
子
補
給

率
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
が
財
務
大

臣
と
協
議
し
て
定
め
る
年
当
た
り
の
利
子
補
給
率
を
三

百
六
十
五
で
除
し
て
得
ら
れ
る
率
と
す
る
。
）
を
乗
じ

て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
四
十
七
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い

て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
に
代
え
て
当
該
書
類
に
記
載

す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的

記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）

の
提
出
又
は
次
項
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
を
も
っ
て
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
九
条
第
三
項
の
申
請
書
及
び
第
二
十
二
条
第
三

項
の
申
請
書

二
　
第
十
三
条
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
申
出
書

三
　
第
十
四
条
第
一
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
書

四
　
第
十
六
条
第
一
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
出
書

五
　
第
十
七
条
第
一
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
書

六
　
第
十
八
条
第
一
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
書

七
　
第
二
十
七
条
第
一
項
の
申
請
書

八
　
第
二
十
八
条
の
申
請
書

九
　
第
二
十
九
条
の
届
出
書

十
　
第
三
十
条
の
届
出
書

十
一
　
第
三
十
二
条
第
一
項
の
届
出
書
及
び
同
条
第
三

項
の
添
付
書
類
（
同
項
第
二
号
及
び
第
四
号
イ
に
掲

げ
る
書
類
を
除
く
。
）

十
二
　
第
三
十
二
条
第
四
項
の
届
出
書

十
三
　
第
三
十
二
条
第
五
項
の
届
出
書

十
四
　
第
三
十
三
条
第
一
項
の
届
出
書
及
び
同
条
第
四

項
第
一
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類

十
五
　
第
三
十
三
条
第
五
項
の
届
出
書

十
六
　
第
三
十
三
条
第
六
項
の
届
出
書

十
七
　
第
三
十
四
条
第
一
項
の
届
出
書

十
八
　
第
三
十
四
条
第
三
項
の
届
出
書

十
九
　
第
三
十
四
条
第
四
項
の
届
出
書

二
十
　
第
三
十
六
条
第
一
項
の
届
出
書

二
十
一
　
第
三
十
九
条
の
届
出
書

二
十
二
　
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
さ
れ
る
第
三
十
九
条
の
届
出
書

二
十
三
　
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
さ
れ
る
第
三
十
九
条
の
届
出
書

２
　
前
項
の
電
磁
的
方
法
は
、
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を

電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
）

第
四
十
八
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
経
済
産
業
省

の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た

行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五

年
経
済
産
業
省
令
第
八
号
）
第
三
条
の
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
し
て
当
該
手
続
を
行
う
と
き
は
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
手
続
を
行
う
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
五
条
第
一
項
及
び
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
石
油
基
準
備
蓄
量
等
の
届

出
を
し
よ
う
と
す
る
石
油
精
製
業
者
　
経
済
産
業
大

臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
石
油
基
準
備
蓄
量
及
び
指
定

石
油
製
品
生
産
量
等
実
績
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き

事
項

二
　
法
第
五
条
第
一
項
及
び
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
石
油
基
準
備
蓄
量
等
の
届

出
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
石
油
販
売
業
者
　
経
済
産

業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
石
油
基
準
備
蓄
量
及
び

石
油
販
売
量
等
実
績
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

三
　
法
第
五
条
第
一
項
及
び
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
石
油
基
準
備
蓄
量
等
の
届

出
を
し
よ
う
と
す
る
石
油
輸
入
業
者
　
経
済
産
業
大

臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
石
油
基
準
備
蓄
量
及
び
石
油

輸
入
量
等
実
績
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

四
　
法
第
十
条
第
一
項
及
び
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
石
油
ガ
ス
基
準
備
蓄
量
等

の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
石
油
ガ
ス
輸
入
業
者
　
経

済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
石
油
ガ
ス
基
準
備

蓄
量
及
び
石
油
ガ
ス
輸
入
量
等
実
績
届
出
様
式
に
記

録
す
べ
き
事
項

五
　
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ

の
石
油
輸
入
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

者
　
経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
石
油
輸
入

業
廃
止
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

六
　
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業

大
臣
へ
の
石
油
精
製
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
者
　
経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
石
油

精
製
業
廃
止
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

七
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業

大
臣
へ
の
石
油
ガ
ス
輸
入
業
の
開
始
の
届
出
を
し
よ

う
と
す
る
者
　
経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な

石
油
ガ
ス
輸
入
業
開
始
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き

事
項

八
　
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業

大
臣
へ
の
石
油
ガ
ス
輸
入
業
の
変
更
の
届
出
を
し
よ

う
と
す
る
者
　
経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な

石
油
ガ
ス
輸
入
業
変
更
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き

事
項

九
　
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業

大
臣
へ
の
石
油
ガ
ス
輸
入
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ

う
と
す
る
者
　
経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な

石
油
ガ
ス
輸
入
業
廃
止
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き

事
項

十
　
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ

の
備
蓄
状
況
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
石
油
精
製
業
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者
等
　
経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
石
油
備

蓄
状
況
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

十
一
　
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣

へ
の
備
蓄
状
況
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
石
油
ガ
ス

輸
入
業
者
　
経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
石

油
ガ
ス
備
蓄
状
況
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

十
二
　
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産

業
大
臣
に
必
要
な
情
報
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
石

油
業
者
（
石
油
販
売
業
者
（
特
定
石
油
販
売
業
者
を

除
く
。
）
を
除
く
。
）
　
第
一
項
の
経
済
産
業
大
臣
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

か
ら
入
手
可
能
な
報
告
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
昭
和
五
十
一
年
度
に
お
け
る
石
油
備
蓄
目
標
の

策
定
に
関
す
る
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
中
「
毎
年
度
、
四
月
三
十
日
」
及
び
「
当
該
年
度

の
四
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
昭
和
五
十
一
年
六

月
三
十
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
二
月
一
〇
日
通
商
産
業

省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
二
月
一
日
通
商
産
業
省

令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
二
月
一
四
日
通
商
産
業

省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
二
月
一
四
日
通
商
産
業

省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
六
月
二
九
日
通
商
産
業

省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
昭
和
五
十
六
年
度
に
お
け
る
石
油
ガ
ス
に
係
る

石
油
備
蓄
目
標
の
策
定
に
関
す
る
第
六
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
毎
年
度
、
四
月
三
十
日
」

及
び
「
当
該
年
度
の
四
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
、

「
昭
和
五
十
六
年
九
月
三
十
日
」
と
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
五
年
の
我
が
国
の
石
油
ガ
ス
の
輸
入
量
の

算
定
に
関
す
る
第
十
九
条
の
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
二
号
を
「
二
　
昭
和
五
十
四
年
に
お
け

る
各
石
油
ガ
ス
輸
入
業
者
の
石
油
ガ
ス
の
輸
入
量
に
三

百
六
十
五
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
数
量
を
合
計
し
た
数

量
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
三
月
一
三
日
通
商
産
業

省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
一
四
日
通
商
産
業

省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
一
四
日
通
商
産
業

省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
一
四
日
通
商
産
業

省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
二
月
一
三
日
通
商
産
業

省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
〇
月
二
八
日
通
商
産

業
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
二
月
一
三
日
通
商
産
業

省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
二
月
一
二
日
通
商
産
業

省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
二
月
一
三
日
通
商
産
業
省

令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
二
月
八
日
通
商
産
業
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
二
月
一
三
日
通
商
産
業
省

令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
九
日
通
商
産
業
省

令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
二
月
一
四
日
通
商
産
業
省

令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
二
月
一
五
日
通
商
産
業
省

令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
一
四
日
通
商
産
業
省

令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
五
年
の
石
油
ガ
ス
の
輸
入
量
等
の
届
出
に

関
す
る
第
十
九
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
中
「
控
除
し
た
数
量
」

と
あ
る
の
は
、
「
控
除
し
た
数
量
に
、
二
分
の
一
を
乗

じ
て
得
ら
れ
る
数
量
」
と
す
る
。

２
　
平
成
五
年
の
我
が
国
の
石
油
ガ
ス
の
輸
入
量
の
算
定

方
法
に
関
す
る
第
十
九
条
の
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
数
量
」
と
あ
る
の
は
、
「
数

量
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産
業

省
令
第
九
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
石
油
製
品
の
安
定
的
か
つ
効
率

的
な
供
給
の
確
保
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
八
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、

第
十
九
条
の
三
、
第
十
九
条
の
四
、
第
十
九
条
の
五
、

第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
並
び
に
附
則
第
二

条
の
規
定
は
、
平
成
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
八
年
二
月
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

石
油
ガ
ス
以
外
の
石
油
の
生
産
量
等
又
は
石
油
ガ
ス
の

輸
入
量
等
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
石
油
備
蓄
法
施
行
規

則
第
八
条
及
び
第
十
九
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
前
月
」
と
あ
る
の
は
、

「
直
前
の
十
二
箇
月
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
六
日
通
商
産
業
省

令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
通
商
産
業

省
令
第
三
四
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
九
日
通
商
産
業

省
令
第
一
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業

省
令
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及

び
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
一
日
経
済
産

業
省
令
第
二
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
石
油
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
の
た

め
の
石
油
備
蓄
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
二
四
日
経
済
産
業

省
令
第
七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
三
日
経
済
産
業
省

令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五

年
二
月
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
一
九
日
経
済
産
業

省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業

省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
石
油
公
団
法
及
び
金
属
鉱
業
事
業
団

法
の
廃
止
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業

省
令
第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
経
済
産
業

省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
条
第
三
号
の
改
正
規
定
は
、

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
四
日
経
済
産
業
省

令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成

十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
経
済
産
業

省
令
第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十

八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産

業
省
令
第
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
六
日
経
済
産
業
省

令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
一
部
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
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び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年

七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
三
一
日
経
済
産

業
省
令
第
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
災
害
時
に
お
け
る
石
油
の
供
給
不
足

へ
の
対
処
等
の
た
め
の
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
三
十
五
条
の
改
正
規
定
中
「
第
一
号
に
掲
げ
る

事
項
、
」
の
下
に
「
特
定
石
油
精
製
業
者
等
に
あ
つ
て

は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
、
」
を
加
え
る
部
分
及
び

「
第
二
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
る
部
分
並
び
に
同

項
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
第
二

号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
三
日
経
済
産
業

省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
四
日
経
済
産
業

省
令
第
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
経
済
産
業
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
令

第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
経
済
産
業

省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政

手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政

運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業

省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
（
第
九
十
二

条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令

様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置

に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。附

　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業

省
令
第
六
三
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
１
（
第
８
条
、
第
２
１
条
、
第
３
５
条
関
係
）

様式第1（第8条、第21条、第35条関係）（平13経産令229・全改、平16経産令36・平24経産令81・平29経産令86・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 基準備蓄量等届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第5条第1項（第10条第1項）及び第36条の規定により、基準備蓄量等を別紙のとおり届け出ます。 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2別紙は石油精製業者にあっては第1表の様式、特定石油販売業者にあっては第2表の様式、石油輸入業者にあっては第3表の様式、石油ガス輸入業者にあっては第4表の様式によること。 3第37条第1項及び第40条第1項（第41条において準用する場合を含む。）に規定する者は、前月の当該承継の日以後におけるその者に係る事項並びに前月の当該承継の日前におけるその者及び被承継人に係る事項を区分して、それぞれ該当する様式に記載し、第37条第2項及び第40条第2項（第41条において準用する場合を含む。）に規定する者は、前月の当該承継の日以後におけるその者に係る事項及び前月の当該承継の日前における被承継人に係る事項を区分して、それぞれ該当する様式に記載すること。 第1表 指定石油製品生産量等実績及び基準備蓄量 年月実績 単位：キロリットル 指定 石油 指定石油製品の生産関係 製品 合計 ①指定石油製品の生産量 ②国産原油から製造した指定 石油製品の数量 ③購入原料油から製造した指 定石油製品の数量 ④自家燃用等として消費した 指定石油製品の数量 ⑤輸出向け指定石油製品の生 産量 ⑥潤滑油等製造業者向け原料 用指定石油製品の生産量 （副生分を除く） ⑦潤滑油等製造原料用指定石 油製品の使用量（指定石油 製品製造用原料として使用 しなかった副生分を除く） ⑧石油化学製品製造業者向け 原料用ナフサ、灯油及び軽 油の生産量（副生分を除 く） ⑨石油化学製品製造原料用ナ フサ、灯油及び軽油の使用 量（指定石油製品製造用原 料として使用しなかった副 生分を除く） ⑩指定石油製品等以外の物品 の製造工程において副生さ れた指定石油製品の数量 ⑪①－（②＋③＋④＋⑤＋⑥ ＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩） 指定 購入した特定生産製品の販売石油 関係製品 合計 ⑫特定生産販売等量 ⑬⑫のうち国産原油から製造 された指定石油製品の数量 ⑭⑫のうち輸出向け指定石油 製品の販売量 ⑮⑫のうち潤滑油等製造業者 向け原料用指定石油製品の 販売量（副生分を除く） ⑯⑫のうち潤滑油等製造原料 用指定石油製品の使用量 （副生分を除く） ⑰⑫のうち石油化学製品製造 業者向け原料用ナフサ、灯 油及び軽油の販売量（副生 分を除く） ⑱⑫のうち石油化学製品製造 原料用ナフサ、灯油及び軽 油の使用量（副生分を除く） ⑲⑫のうち購入原料油から製 造された指定石油製品の数 量 ⑳⑫－（⑬＋⑭＋⑮＋⑯＋⑰ ＋⑱＋⑲） 指定 石油 特定生産製品の販売関係 製品 合計 ○21生産販売先販売等量 ○22○21のうち国産原油から製造 した指定石油製品の数量 ○23○21のうち輸出向け指定石油 製品の販売量 ○24○21のうち潤滑油等製造業者 向け原料用指定石油製品の 販売量（副生分を除く） ○25○21のうち潤滑油等製造原料 用指定石油製品の使用量 （副生分を除く） ○26○21のうち石油化学製品製造 業者向け原料用ナフサ、灯 油及び軽油の販売量（副生 分を除く） ○27○21のうち石油化学製品製造 原料用ナフサ、灯油及び軽 油の使用量（副生分を除く） ○28○21のうち購入原料油から製 造した指定石油製品の数量 ○29○21－（○22＋○23＋○24＋○25＋○26 ＋○27＋○28） 灯油 揮発 （ジェッ 指定石油製品の輸入関係軽油重油 油 ト燃料油 を含む。） ○30指定石油製品の輸入量 ○31特定石油製品の輸入量 ○32潤滑油等製造業者向け原料 用指定石油製品の販売量 （副生分を除く） ○33潤滑油等製造原料用指定石 油製品の使用量（指定石油 製品製造用原料として使用 しなかった副生分を除く） ○34石油化学製品製造業者向け 原料用ナフサ、灯油及び軽 油の販売量（副生分を除く） ○35石油化学製品製造原料用ナ フサ、灯油及び軽油の使用 量（指定石油製品製造用原 料として使用しなかった副 生分を除く） ○36○30－（○31＋○32＋○33＋○34＋○35） 灯油 購入した特定輸入製品の販売揮発 （ジェッ 軽油重油 関係油 ト燃料油 を含む。） ○37特定輸入販売等量 ○38○37のうち特定石油製品の数 量 ○39○37のうち潤滑油等製造業者 向け原料用指定石油製品の 販売量（副生分を除く） ○40○37のうち潤滑油等製造原料 用指定石油製品の使用量 （副生分を除く） ○41○37のうち石油化学製品製造 業者向け原料用ナフサ、灯 油及び軽油の販売量（副生 分を除く） ○42○37のうち石油化学製品製造 原料用ナフサ、灯油及び軽 油の使用量（副生分を除く） ○43○37－（○38＋○39＋○40＋○41＋○42） 灯油 揮発 （ジェッ 特定輸入製品の販売関係軽油重油 油 ト燃料油 を含む。） ○44輸入販売先販売等量 ○45○44のうち特定石油製品の数 量 ○46○44のうち潤滑油等製造業者 向け原料用指定石油製品の 販売量（副生分を除く） ○47○44のうち潤滑油等製造原料 用指定石油製品の使用量 （副生分を除く） ○48○44のうち石油化学製品製造 業者向け原料用ナフサ、灯 油及び軽油の販売量（副生 分を除く） ○49○44のうち石油化学製品製造 原料用ナフサ、灯油及び軽 油の使用量（副生分を除く） ○50○44－（○45＋○46＋○47＋○48＋○49） 輸入原油の販売関係原油 ○51自己輸入原油の販売量 ○52自己輸入原油の精製用以外 の自家使用量 ○53石油精製業者等向け精製用 原油の販売量 ○54潤滑油等製造業者向け原料 用原油の販売量 ○55潤滑油等製造原料用原油の 使用量 ○56石油化学製品製造業者向け 原料用原油の販売量（販売 先の生産工程で使用されな かった副生分を除く） ○57石油化学製品製造原料用原 油の使用量（指定石油製品 製造用原料として使用しな かった副生分を除く） ○58○51＋○52－（○53＋○54＋○55＋○56 ＋○57） 指定 灯油 石油揮発 （ジェッ 基準備蓄量の算定等軽油重油原油 製品油 ト燃料油 合計 を含む。） ○59直前12箇月の義務対象生産 量×70 ○60直前12箇月の義務対象特定 生産販売等量×15 ○61直前12箇月の義務対象生産 販売先販売等量×15 ○62直前12箇月の義務対象製品 輸入量×70 ○63直前12箇月の義務対象特定 輸入販売等量×15 ○64直前12箇月の義務対象輸入 販売先販売等量×15 ○65直前12箇月の義務対象原油 販売使用量×70 ○66（○59＋○60－○61、○62＋○63－○64、 ○65）÷直前12箇月の日数 ○67第8条第2項第8号に掲げ る事項 ○68基準備蓄量 ○69指定石油製品輸入関係の原 油代替換算方式 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2②から⑩までの欄にはそれぞれ第8条第2項第1号イからリまでに掲げる数量を、⑬から⑲までの欄にはそれぞれ同項第2号イからトまでに掲げる数量を、○22から○28までの欄にはそれぞれ同項第6号イからトまでに掲げる数量を、○31から○35までの欄にはそれぞれ同項第5号イからホまでに掲げる数量を、○38から○42までの欄にはそれぞれ同項第3号イからホまでに掲げる数量を、○45から○49までの欄にはそれぞれ同項第7号イからホまでに掲げる数量を、○53から○57までの欄には同項第4号イからホまでに掲げる数量を、○59の欄には第9条第1項第1号に基づく数量を、○60の欄には同項第2号に基づく数量を、○61の欄には同項第6号に基づく数量を、○62の欄には同項第5号に基づく数量を、○63の欄には同項第3号に基づく数量を、○64の欄には同項第7号に基づく数量を、○65の欄には同項第4号に基づく数量を、○68の欄には第8条第2項第9号に掲げる数量を、○69の欄には第8条第2項第10号に掲げる方式を記載すること。 第2表 石油販売量等実績及び基準備蓄量 年月実績 単位：キロリットル 指定 石油 指定石油製品の委託精製関係 製品 合計 ①委託精製に係る指定石油製 品の数量 ②国産原油を原料とする委託 精製に係る指定石油製品の 数量 ③購入原料油を原料とする委 託精製に係る指定石油製品 の数量 ④委託精製に係る自家燃用等 として消費した指定石油製 品の数量 ⑤委託精製に係る輸出向け指 定石油製品の数量 ⑥委託精製に係る潤滑油等製 造業者向け原料用指定石油 製品の数量（副生分を除 く） ⑦委託精製に係る潤滑油等製 造原料用指定石油製品の使 用量（指定石油製品製造用 原料として使用しなかった 副生分を除く） ⑧委託精製に係る石油化学製 品製造業者向け原料用ナフ サ、灯油及び軽油の数量 （副生分を除く） ⑨委託精製に係る石油化学製 品製造原料用ナフサ、灯油 及び軽油の使用量（指定石 油製品製造用原料として使 用しなかった副生分を除 く） ⑩指定石油製品等以外の物品 の製造工程において副生さ れた指定石油製品の数量 ⑪①－（②＋③＋④＋⑤＋⑥ ＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩） 指定 購入した特定生産製品の販売石油 関係製品 合計 ⑫特定生産販売等量 ⑬⑫のうち国産原油から製造 された指定石油製品の数量 ⑭⑫のうち輸出向け指定石油 製品の販売量 ⑮⑫のうち潤滑油等製造業者 向け原料用指定石油製品の 販売量（副生分を除く） ⑯⑫のうち潤滑油等製造原料 用指定石油製品の使用量 （副生分を除く） ⑰⑫のうち石油化学製品製造 業者向け原料用ナフサ、灯 油及び軽油の販売量（副生 分を除く） ⑱⑫のうち石油化学製品製造 原料用ナフサ、灯油及び軽 油の使用量（副生分を除く） ⑲⑫のうち購入原料油から製 造された指定石油製品の数 量 ⑳⑫－（⑬＋⑭＋⑮＋⑯＋⑰ ＋⑱＋⑲） 灯油 揮発 （ジェッ 指定石油製品の輸入関係軽油重油 油 ト燃料油 を含む。） ○21指定石油製品の輸入量 ○22特定石油製品の輸入量 ○23潤滑油等製造業者向け原料 用指定石油製品の販売量 （副生分を除く） ○24潤滑油等製造原料用指定石 油製品の使用量（指定石油 製品製造用原料として使用 しなかった副生分を除く） ○25石油化学製品製造業者向け 原料用ナフサ、灯油及び軽 油の販売量（副生分を除く） ○26石油化学製品製造原料用ナ フサ、灯油及び軽油の使用 量（指定石油製品製造用原 料として使用しなかった副 生分を除く） ○27○21－（○22＋○23＋○24＋○25＋○26） 灯油 購入した特定輸入製品の販売揮発 （ジェッ 軽油重油 関係油 ト燃料油 を含む。） ○28特定輸入販売等量 ○29○28のうち特定石油製品の数 量 ○30○28のうち潤滑油等製造業者 向け原料用指定石油製品の 販売量（副生分を除く） ○31○28のうち潤滑油等製造原料 用指定石油製品の使用量 （副生分を除く） ○32○28のうち石油化学製品製造 業者向け原料用ナフサ、灯 油及び軽油の販売量（副生 分を除く） ○33○28のうち石油化学製品製造 原料用ナフサ、灯油及び軽 油の使用量（副生分を除く） ○34○28－（○29＋○30＋○31＋○32＋○33） 輸入原油の販売関係原油 ○35自己輸入原油の販売量 ○36自己輸入原油の精製用以外 の自家使用量 ○37石油精製業者等向け精製用 原油の販売量 ○38潤滑油等製造業者向け原料 用原油の販売量 ○39潤滑油等製造原料用原油の 使用量 ○40石油化学製品製造業者向け 原料用原油の販売量（販売 先の生産工程で使用されな かった副生分を除く） ○41石油化学製品製造原料用原 油の使用量（指定石油製品 製造用原料として使用しな かった副生分を除く） ○42○35＋○36－（○37＋○38＋○39＋○40 ＋○41） 指定 灯油 石油揮発 （ジェッ 基準備蓄量の算定等軽油重油原油 製品油 ト燃料油 合計 を含む。） ○43直前12箇月の義務対象委託 生産量×70 ○44直前12箇月の義務対象特定 生産販売等量×15 ○45直前12箇月の義務対象製品 輸入量×70 ○46直前12箇月の義務対象特定 輸入販売等量×15 ○47直前12箇月の義務対象原油 販売使用量×70 ○48（○43＋○44、○45＋○46、○47）÷ 直前12箇月の日数 ○49第8条第2項第8号に掲げ る事項 ○50基準備蓄量 ○51指定石油製品輸入関係の原 油代替換算方式 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2②から⑩までの欄にはそれぞれ第8条第2項第1号イからリまでに掲げる数量を、⑬から⑲までの欄にはそれぞれ同項第2号イからトまでに掲げる数量を、○22から○26までの欄にはそれぞれ同項第5号イからホまでに掲げる数量を、○29から○33までの欄にはそれぞれ同項第3号イからホまでに掲げる数量を、○37から○41までの欄にはそれぞれ同項第4号イからホまでに掲げる数量を、○43の欄には第9条第1項第1号に基づく数量を、○44の欄には同項第2号に基づく数量を、○45の欄には同項第5号に基づく数量を、○46の欄には同項第3号に基づく数量を、○47の欄には同項第4号に基づく数量を、○50の欄には第8条第2項第9号に掲げる数量を、○51の欄には第8条第2項第10号に掲げる方式を記載すること。 第3表 石油輸入量等実績及び基準備蓄量 年月実績 単位：キロリットル 指定 石油 指定石油製品の委託精製関係 製品 合計 ①委託精製に係る指定石油製 品の数量 ②国産原油を原料とする委託 精製に係る指定石油製品の 数量 ③購入原料油を原料とする委 託精製に係る指定石油製品 の数量 ④委託精製に係る自家燃用等 として消費した指定石油製 品の数量 ⑤委託精製に係る輸出向け指 定石油製品の数量 ⑥委託精製に係る潤滑油等製 造業者向け原料用指定石油 製品の数量（副生分を除 く） ⑦委託精製に係る潤滑油等製 造原料用指定石油製品の使 用量（指定石油製品製造用 原料として使用しなかった 副生分を除く） ⑧委託精製に係る石油化学製 品製造業者向け原料用ナフ サ、灯油及び軽油の数量 （副生分を除く） ⑨委託精製に係る石油化学製 品製造原料用ナフサ、灯油 及び軽油の使用量（指定石 油製品製造用原料として使 用しなかった副生分を除 く） ⑩指定石油製品等以外の物品 の製造工程において副生さ れた指定石油製品の数量 ⑪①－（②＋③＋④＋⑤＋⑥ ＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩） 灯油 揮発 （ジェッ 指定石油製品の輸入関係軽油重油 油 ト燃料油 を含む。） ○12指定石油製品の輸入量 ○13特定石油製品の輸入量 ○14潤滑油等製造業者向け原料 用指定石油製品の販売量 （副生分を除く） ○15潤滑油等製造原料用指定石 油製品の使用量（指定石油 製品製造用原料として使用 しなかった副生分を除く） ○16石油化学製品製造業者向け 原料用ナフサ、灯油及び軽 油の販売量（副生分を除く） ○17石油化学製品製造原料用ナ フサ、灯油及び軽油の使用 量（指定石油製品製造用原 料として使用しなかった副 生分を除く） ○18○12－（○13＋○14＋○15＋○16＋○17） 輸入原油の販売関係原油 ○19自己輸入原油の販売量 ○20自己輸入原油の精製用以外 の自家使用量 ○21石油精製業者等向け精製用 原油の販売量 ○22潤滑油等製造業者向け原料 用原油の販売量 ○23潤滑油等製造原料用原油の 使用量 ○24石油化学製品製造業者向け 原料用原油の販売量（販売 先の生産工程で使用されな かった副生分を除く） ○25石油化学製品製造原料用原 油の使用量（指定石油製品 製造用原料として使用しな かった副生分を除く） ○26○19＋○20－（○21＋○22＋○23＋○24 ＋○25） 指定 灯油 石油揮発 （ジェッ 基準備蓄量の算定等軽油重油原油 製品油 ト燃料油 合計 を含む。） ○27直前12箇月の義務対象委託 生産量×70 ○28直前12箇月の義務対象製品 輸入量×70 ○29直前12箇月の義務対象原油 販売使用量×70 ○30（○27、○28、○29）÷直前12箇 月の日数 ○31第8条第2項第8号に掲げ る事項 ○32基準備蓄量 ○33指定石油製品輸入関係の原 油代替換算方式 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2②から⑩までの欄にはそれぞれ第8条第2項第1号イからリまでに掲げる数量を、⑬から⑰までの欄にはそれぞれ同項第5号イからホまでに掲げる数量を、○21から○25までの欄には同項第4号イからホまでに掲げる数量を、○27の欄には第9条第1項第1号に基づく数量を、○28の欄には同項第5号に基づく数量を、○29の欄には同項第4号に基づく数量を、○32の欄には第8条第2項第9号に掲げる数量を、○33の欄には第8条第2項第10号に掲げる方式を記載すること。 第4表 石油ガス輸入量等実績及び基準備蓄量 年月実績 単位：トン 石油ガスの輸入関係数量 ①石油ガスの輸入量 ②輸出向け輸入石油ガスの数量 ③石油化学製品製造原料用輸入 石油ガスの販売量 ④石油化学製品製造原料用輸入 石油ガスの使用量 ⑤①－（②＋③＋④） 基準備蓄量の算定数量 ⑥直前12箇月の義務対象石油ガ ス輸入量×40÷直前12箇月の日 数 ⑦第21条第2項第2号に掲げる 事項 ⑧基準備蓄量 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2②から④までの欄にはそれぞれ第21条第2項第1号イからハまでに掲げる数量を、⑧の欄には同項第3号に掲げる数量を記載すること。 
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様
式
第
２
（
第
９
条
、
第
２
２
条
関
係
）

様式第2（第9条、第22条関係）（平13経産令229・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 基準備蓄量の変更に関する認定申請書 年月日 経済産業大臣殿 申請者商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第9条第3項（第22条第3項）の規定に基づき、基準備蓄量を変更したいので、次のとおり申請します。 1基準備蓄量の変更を希望する理由 2基準備蓄量の変更を希望する期間 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  

様
式
第
３
（
第
１
３
条
関
係
）

様式第3（第13条関係）（平13経産令229・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 基準備蓄量減少申出書 年月日 経済産業大臣殿 申出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 年月の基準備蓄量について石油の備蓄の確保等に関する法律第7条第1項（第11条第2項において準用する第7条第1項）の規定による減少を希望するので、次のとおり申し出ます。 1基準備蓄量の減少を希望する数量及び期間 減少前の基準備蓄量 基準備蓄量の減少を希望する数量 減少後の基準備蓄量 基準備蓄量の減少を希望する期間 2基準備蓄量の減少を希望する理由 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  

様
式
第
４
（
第
１
４
条
関
係
）

様式第4（第14条関係）（平13経産令229・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 基準備蓄量の減少の承認申請書 年月日 経済産業大臣殿 申請者商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 年月の基準備蓄量の減少について石油の備蓄の確保等に関する法律第8条第1項（第11条第2項において準用する第8条第1項）の承認を受けたいので、次のとおり申請します。 1基準備蓄量を減少しようとする数量、期間等 減少前の基準備蓄量 基準備蓄量を減少しようとする数量 減少後の基準備蓄量 当該基準備蓄量の減少に伴い基準備 蓄量を増加することとなる石油精製 業者等若しくは石油ガス輸入業者の 商号、名称又は氏名及び増加するこ ととなる数量 基準備蓄量を減少しようとする期間 2基準備蓄量を減少しようとする理由 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2基準備蓄量を増加することとなる石油精製業者等又は石油ガス輸入業者が二以上ある場合にあっては、「当該基準備蓄量の減少に伴い基準備蓄量を増加することとなる石油精製業者等若しくは石油ガス輸入業者の商号、名称又は氏名及び増加することとなる数量」の欄には、各石油精製業者等若しくは石油ガス輸入業者の商号、名称又は氏名及びそれぞれが増加することとなる数量を記載すること。  

様
式
第
５
（
第
１
６
条
関
係
）

様式第5（第16条関係）（平13経産令229・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 取引関係の確認申出書 年月日 経済産業大臣殿 申出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 上記の者の代表者商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第8条第2項（第11条第2項において準用する第8条第2項）の確認を受けたいので、次のとおり申し出ます。 各石油精製業者等又は石油ガス輸入 業者の商号、名称又は氏名 各石油精製業者等又は石油ガス輸入 業者の間の取引関係 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  
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様
式
第
６
（
第
１
７
条
関
係
）

様式第6（第17条関係）（平13経産令229・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 取引関係の変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 上記の者の代表者商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第8条第2項（第11条第2項において準用する第8条第2項）の規定による確認事項を変更したので、石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第17条第1項（第26条において準用する第17条第1項）の規定により届け出ます。 確認年月日 確認通知文書の番号 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 変更の理由 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2代表者は、第16条（第26条において準用する場合を含む。）に規定する申出書に記載した代表者とすること。  

様
式
第
７
（
第
１
８
条
関
係
）

様式第7（第18条関係）（平13経産令229・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 確認の申出の取下げ届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 上記の者の代表者商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第8条第2項（第11条第2項において準用する第8条第2項）の規定による確認を受けていないこととしたいので、石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第18条第1項（第26条において準用する第18条第1項）の規定により届け出ます。 確認年月日 確認通知文書の番号 確認を受けている各石油精製業者等 又は各石油ガス輸入業者の商号、名 称又は氏名 確認を受けていないこととする予定 年月日 確認を受けていないこととする理由 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2代表者は、第16条（第26条において準用する場合を含む。）に規定する申出書に記載した代表者とすること。  

様
式
第
７
の
２
（
第
２
６
条
の
４
関
係
）

様式第7の2（第26条の4関係）（平24経産令81・追加、令元経産令17・一部改正） 災害時石油供給連携計画届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名印 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 届出者商号、名称 氏名印 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第13条第4項の規定により、災害時石油供給連携計画を届け出ます。 1本届出書の計画が対象とする地域 区分 区域 第26条の2の表に掲げられる区分及び地域を記載すること。 2経済産業省との連絡に関する事項 〇法第33条第1項に規定する経済産業大臣の勧告がなされた場合における経済産業省との連絡を行う担当者 特定石油精製業者等の名称等担当責任者の役職電話番号 災害時に連絡のつく衛星電話等を配備している場合は、平時の電話番号に加え、衛星電話等の電話番号も記載すること。 特定石油精製業者等が組織する団体の担当者も経済産業省との連絡を行う場合は、当該団体の名称、担当者の役職及び電話番号を末尾の欄に記載すること。 3特定石油精製業者等相互の連絡に関する事項 共同体制構築に関する事項 〇法第33条第1項に規定する経済産業大臣の勧告がなされた場合において特定石油精製業者等が集合する場所 名称住所 （郵便番号） 電話番号（） （郵便番号） 電話番号（） 災害時に連絡のつく衛星電話等を配備している場合は、平時の電話番号に加え、衛星電話等の電話番号も記載すること。 集合する場所の施設が災害により損壊した時の予備の集合場所を想定している場合は、予備の集合する場所を二つ目の欄に記載すること。 〇上記の場所に集合する各特定石油精製業者等の担当者 特定石油精製業者等の名称等担当者の役職電話番号 災害時に連絡のつく衛星電話等を配備している場合は、平時の電話番号に加え、衛星電話等の電話番号も記載すること。 連絡調整のため特定石油精製業者等が組織する団体の担当者も上記の場所に集合することとする場合は、当該団体の名称、担当者の役職及び電話番号を末尾の欄に記載すること。 情報共有に関する事項 〇法第33条第1項に規定する経済産業大臣の勧告がなされた場合において特定石油精製業者等が情報交換を行う事項 ・石油の貯蔵施設の被災状況等に関して具体的に情報交換を行う事項 ・石油の貯蔵施設における入出荷量及び在庫量等に関して具体的に情報交換を行う事項 特定石油精製業者等が情報交換を行うために共有する様式を添付すること。 情報交換の手順について記載した資料を添付すること。 経済産業省より被災地等への石油の供給要請を受けた場合における特定石油精製業者等相互の連絡に関する事項 ・災害対策基本法（昭和36年法律第213号）に基づき、政府・地方公共団体等の公的機関がその必要性及び緊急性等について判断した上で、経済産業省を通じて、被災地等の需要家への石油の供給要請があった場合における特定石油精製業者等相互の連絡の方法 災害対策基本法に基づき、政府・地方公共団体等の公的機関がその必要性及び緊急性等について判断した上で、経済産業省を通じて、被災地等の需要家への石油の供給要請があった場合における特定石油精製業者等相互の連絡の詳細な手順について記載した資料を添付すること。 4特定石油精製業者等による石油の貯蔵施設の共同利用に関する事項 〇法第33条第1項に規定する経済産業大臣の勧告がなされた場合において特定石油精製業者等が共同利用を行う石油の貯蔵施設 特定石油精製業石油の貯蔵施 住所 者等の名称設の名称 （郵便番号） 電話番号（） （郵便番号） 電話番号（） （郵便番号） 電話番号（） （郵便番号） 電話番号（） 災害時に連絡のつく衛星電話等を配備している場合は、平時の電話番号に加え、衛星電話等の電話番号も記載すること。 共同利用の手順について記載した資料を添付すること。 5特定石油精製業者等による石油の輸送に係る協力に関する事項 〇法第33条第1項に規定する経済産業大臣の勧告がなされた場合において特定石油精製業者等が行う石油の輸送に係る協力 石油の輸送に係る協力の手順について記載した資料を添付すること。 6本届出書の計画が対象とする地域内の地方自治体等との情報共有 〇本届出書の計画が対象とする地域内の地方自治体等との情報共有 情報共有の状況を記載した資料を添付すること。 7国家備蓄石油を保有する貯蔵施設及び油種別の貯蔵量に関する事項 特定石油精製業石油の貯蔵施 住所 者等の名称設の名称 （郵便番号） 電話番号（） 貯蔵量 油種（）キロリットル 油種（）キロリットル 油種（）キロリットル 油種（）キロリットル 特定石油精製業石油の貯蔵施 住所 者等の名称設の名称 （郵便番号） 電話番号（） 貯蔵量 油種（）キロリットル 油種（）キロリットル 油種（）キロリットル 油種（）キロリットル 8本届出書の計画を実施するための訓練に関する事項 ・本届出書の計画を実施するための訓練の実施時期 ・本届出書の計画の実施訓練の実施内容 実施訓練の詳細な内容を記載した資料を添付すること。 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2各項目について、欄が不足する場合は、必要に応じて欄を追加して、記載すること。 3必要に応じて、詳細資料を添付すること。 
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様式第7の3（第26条の4関係）（平24経産令81・追加、令元経産令17・一部改正） 災害時石油供給連携計画変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名印 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 届出者商号、名称 氏名印 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第13条第4項の規定による災害時石油供給連携計画を変更したので、石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第26条の4第2項の規定により届け出ます。 計画が対象とする地域の区分 計画が対象とする地域の区域 変更事項 変更前 変更後 変更の理由 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2変更事項の欄には、様式第7の2の各事項のうち、変更する事項を記載すること。 3必要に応じて、変更事項に関する資料を添付すること。  
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様式第7の4（第26条の8関係）（平24経産令81・追加、令元経産令17・一部改正） 災害時石油ガス供給連携計画届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名印 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 届出者商号、名称 氏名印 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 法第14条第4項の規定により、別添のとおり、災害時石油ガス供給連携計画を届け出ます。 Ⅰ．石油ガス輸入業者 1本届出書の計画が対象とする地域 区分 地域 第26条の6の表に掲げられるいずれかの地域を記載すること。 2特定石油ガス輸入業者等の相互の連絡に関する事項 連絡体制構築に関する事項 〇法第33条第1項に規定する経済産業大臣の勧告がなされた場合において特定石油ガス輸入業者等の連絡体制に関する事項 担当責任者の名称 特定石油ガス輸入業者等の名称電話番号 （役職） 災害時に連絡のつく衛星電話等を配備している場合は、平時の電話番号に加え、衛星電話等の電話番号も記載すること。 特定石油ガス輸入業者等が組織する団体の担当者も経済産業省との連絡を行う場合は、当該団体の名称、担当者の役職及び電話番号を末尾の欄に記載すること。 情報共有に関する事項 〇法第33条第1項に規定する経済産業大臣の勧告がなされた場合において特定石油ガス輸入業者等が情報交換を行う事項 特定石油ガス輸入業者等が情報交換を行うために共有する様式を添付すること。 情報交換の手順について記載した資料を添付すること。 3特定石油ガス輸入業者等による石油ガスの貯蔵施設の共同利用に関する事項 〇法第33条第1項に規定する経済産業大臣の勧告がなされた場合において特定石油ガス輸入業者等が共同利用を行う石油ガスの貯蔵施設 共同利用を行う石油ガスの貯蔵施設 特定石油ガス輸石油ガスの貯 住所 入業者等の名称蔵施設の名称 （郵便番号） 電話番号（） （郵便番号） 電話番号（） （郵便番号） 電話番号（） （郵便番号） 電話番号（） 災害時に連絡のつく衛星電話等を配備している場合は、平時の電話番号に加え、衛星電話等の電話番号も記載すること。 共同利用の手順について記載した資料を添付すること。 4特定石油ガス輸入業者等による石油ガスの輸送に係る協力に関する事項 〇法第33条第1項に規定する経済産業大臣の勧告がなされた場合において特定石油ガス輸入業者等が行う石油ガスの輸送に係る協力 石油ガスの輸送に係る協力の手順について記載した資料を添付すること。 5特定石油ガス輸入業者等の地域の防災協定などへの参画状況 6本届出書の計画を実施するための訓練に関する事項 ・本届出書の計画を実施するための訓練の実施時期 ・本届出書の計画の実施訓練の実施内容 実施訓練の詳細な内容を記載した資料を添付すること。 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2各項目について、欄が不足する場合は、必要に応じて欄を追加して、記載すること。 3必要に応じて、詳細資料を添付すること。 Ⅱ．石油ガス販売事業者 1本届出書の計画が対象とする地域 区分 地域 第26条の6の表に掲げられるいずれかの地域を記載すること。 2特定石油ガス輸入業者等の相互の連絡に関する事項 連絡体制構築に関する事項 〇法第33条第1項に規定する経済産業大臣の勧告がなされた場合において特定石油ガス輸入業者等の連絡体制に関する事項 担当責任者の名称 特定石油ガス輸入業者等の名称電話番号 （役職） 災害時に連絡のつく衛星電話等を配備している場合は、平時の電話番号に加え、衛星電話等の電話番号も記載すること。 特定石油ガス輸入業者等が組織する団体の担当者も経済産業省との連絡を行う場合は、当該団体の名称、担当者の役職及び電話番号を末尾の欄に記載すること。 情報共有に関する事項 〇法第33条第1項に規定する経済産業大臣の勧告がなされた場合において特定石油ガス輸入業者等が情報交換を行う事項 特定石油ガス輸入業者等が情報交換を行うために共有する様式を添付すること。 情報交換の手順について記載した資料を添付すること。 3特定石油ガス輸入業者等による石油ガス容器に石油ガスを充填する事業場の共同利用に関する事項 〇法第33条第1項に規定する経済産業大臣の勧告がなされた場合において特定石油ガス輸入業者等が共同利用を行う石油ガス容器に石油ガスを充填する事業場 共同利用を行う石油ガス容器に石油ガスを充填する事業場 石油ガス容器 特定石油ガス輸に石油ガスを 住所 入業者等の名称充填する事業 場の名称 （郵便番号） 電話番号（） （郵便番号） 電話番号（） （郵便番号） 電話番号（） （郵便番号123―0056） 電話番号（） 災害時に連絡のつく衛星電話等を配備している場合は、平時の電話番号に加え、衛星電話等の電話番号も記載すること。 共同利用の手順について記載した資料を添付すること。 4特定石油ガス輸入業者等による石油ガスの輸送に係る協力に関する事項 〇法第33条第1項に規定する経済産業大臣の勧告がなされた場合において特定石油ガス輸入業者等が行う石油ガスの輸送に係る協力 石油の輸送に係る協力の手順について記載した資料を添付すること。 5特定石油ガス輸入業者等の地域の防災協定などへの参画状況 6本届出書の計画を実施するための訓練に関する事項 ・本届出書の計画を実施するための訓練の実施時期 ・本届出書の計画の実施訓練の実施内容 実施訓練の詳細な内容を記載した資料を添付すること。 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2各項目について、欄が不足する場合は、必要に応じて欄を追加して、記載すること。 3必要に応じて、詳細資料を添付すること。 
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様式第7の5（第26条の8関係）（平24経産令81・追加、令元経産令17・一部改正） 災害時石油ガス供給連携計画変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名印 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 届出者商号、名称 氏名印 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第14条第4項の規定による災害時石油ガス供給連携計画を変更したので、石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第26条の8第2項の規定により届け出ます。 計画が対象とする地域の区分 計画が対象とする地域の区域 変更事項 変更前 変更後 変更の理由 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2変更事項の欄には、様式第7の4の各事項のうち、変更する事項を記載すること。 3必要に応じて、変更事項に関する資料を添付すること。  

様
式
第
８
（
第
２
７
条
関
係
）

様式第8（第27条関係）（平13経産令229・全改、平24経産令81・令元経産令1・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） （第1面） ×整理番号 ×審査結果 ×受理年月日年月日 ×登録番号 石油輸入業登録申請書 年月日 経済産業大臣殿 申請者商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第16条の登録を受けたいので、同法第17条第1項の規定により、次のとおり申請します。 1（ふりがな） 商号、名称 2（ふりがな） 氏名 （法人にあっては、そ の代表者の氏名） （郵便番号） 3主たる事務所の所在地 電話番号（）― 4事業開始の予定年月日 5事業開始予定年月日の属する月の石油の種類ごとの輸入予定量 灯油 原油揮発油（ジェット燃軽油重油 料を含む） キロリットルキロリットルキロリットルキロリットルキロリットル 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2×印の項は、記載しないこと。 （第2面） 6法人である場合においては、役員の氏名及び住所 （ふりがな） 役職名等住所 氏名 （郵便番号） 電話番号（）― （郵便番号） 電話番号（）― （郵便番号） 電話番号（）― （郵便番号） 電話番号（）― （郵便番号） 電話番号（）― 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「役員」は、法第17条第1項第2号に該当するものについて全て記載すること。 3記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第2面の次に添付すること。 （第3面） 7石油の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地 貯蔵能力 名称所在地石油の種類 （キロリットル） 電話番号（）― 電話番号（）― 電話番号（）― 電話番号（）― 電話番号（）― 電話番号（）― 電話番号（）― 電話番号（）― 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「貯蔵施設」について記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第3面の次に添付すること。 
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様式第9（第27条関係）（平13経産令229・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 登録申請者の履歴書 氏名 （郵便番号） 現住所 電話番号（）― 役職名等生年月日年月日（満歳） 期間内容 職歴 年月日賞罰の内容 賞罰 上記のとおり相違ありません。 年月日氏名 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「登録申請者」とは、第27条第2項第1号に規定する登録申請者をいう。 3「職歴」には、石油輸入業に係る職歴を全て記載すること。（当該石油輸入業に係る登録番号もあわせて記載すること。） 4「賞罰」の欄には、行政処分等についても記載すること。  

様
式
第
１
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（
第
２
７
条
、
第
３
６
条
関
係
）

様式第10（第27条、第36条関係）（平13経産令229・全改、平24経産令81・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 誓約書 年月日 経済産業大臣殿 商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 当社及び石油の備蓄の確保等に関する法律第17条第1項第2号に規定する役員は、石油の備蓄の確保等に関する法律第19条第1項各号に該当しない者であることを誓約します。 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2個人である場合においては、「当社及び石油の備蓄の確保等に関する法律第17条第1項第2号に規定する役員は」を「私は」に改めて使用すること。 3第36条第2項の規定により作成する場合は、「第19条第1項各号」を「第19条第1項第2号から第6号まで」に改めて使用すること。  

様
式
第
１
１
（
第
２
８
条
関
係
）

様式第11（第28条関係）（平13経産令229・全改、平24経産令81・令元経産令1・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×審査結果 ×受理年月日年月日 登録番号 石油輸入業変更登録申請書 年月日 経済産業大臣殿 申請者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第20条第1項の変更登録を受けたいので、下記のとおり申請します。 変更事項 変更前 変更後 変更予定年月日 変更の理由 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2×印の項は、記載しないこと。 3変更事項の欄には、法第17条第1項第4号又は第5号のうち、変更する事項を記載すること。  
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様
式
第
１
２
（
第
２
９
条
関
係
）

様式第12（第29条関係）（平13経産令229・追加、平24経産令81・令元経産令1・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 登録番号 石油輸入業変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第20条第3項の規定により、下記のとおり届け出ます。 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 変更の理由 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2×印の項は、記載しないこと。 3変更事項の欄には、法第17条第1項第1号から第3号までのうち、変更した事項を記載すること。  

様
式
第
１
３
（
第
３
０
条
関
係
）

様式第13（第30条関係）（平13経産令229・全改、平24経産令81・令元経産令1・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 石油輸入業廃止届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油輸入業を廃止したので、石油の備蓄の確保等に関する法律第21条の規定により届け出ます。 登録番号 廃止年月日 廃止の理由 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2×印の項は、記載しないこと。  

様
式
第
１
４
（
第
３
２
条
関
係
）

様式第14（第32条関係）（平13経産令229・全改、平24経産令81・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） （第1面） 石油精製業開始届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油精製業を次のとおり行いたいので、石油の備蓄の確保等に関する法律第26条第1項の規定により届け出ます。 （郵便番号） 1主たる事務所の所在地 電話番号（）― 2製造場の所在地並びに製造場ごとの特定設備の種類及び処理能力 （郵便番号） 名称所在地 電話番号（）― 製造場 特定設備の種類及び処理能力 （郵便番号） 名称所在地 電話番号（）― 製造場 特定設備の種類及び処理能力 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2「特定設備の種類及び処理能力」の欄には、特定設備1基ごとに記載すること。 3特定設備の処理能力は、1日の処理能力をキロリットル単位で表し、括弧書きでバレル換算値を併記すること。 4製造場が3以上ある場合には、この様式の例により作成した書面に記載して、第1面の次に添付すること。 （第2面） 3石油の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地 製造場の名称所在地電話番号（）― 石油の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力 製造場の名称所在地電話番号（）― 石油の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力 4事業開始予定時期 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「貯蔵施設」について記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第2面の次に添付すること。 
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様
式
第
１
５
（
第
３
２
条
関
係
）

様式第15（第32条関係）（平13経産令229・全改、平24経産令81・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油精製業変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第26条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。 変更事項 変更前 変更後 変更（予定）年月日 変更の理由 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2変更事項の欄には、法第26条第1項第1号から第6号までのうち、変更する事項を記載すること。 3法第26条第1項第3号から第5号までに規定する事項を変更する場合は、「変更年月日」を「変更予定年月日」とすること。 4「製造場の所在地」、「特定設備の種類及び処理能力」又は「石油の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地」を変更する場合は、当該変更の明細を記した書面を添付すること。  

様
式
第
１
６
（
第
３
２
条
関
係
）

様式第16（第32条関係）（平13経産令229・全改、平24経産令81・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油精製業廃止届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油精製業を廃止したので、石油の備蓄の確保等に関する法律第26条第3項の規定により届け出ます。 廃止年月日 廃止の理由 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  

様
式
第
１
７
（
第
３
３
条
関
係
）

様式第17（第33条関係）（平13経産令229・全改、平24経産令81・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） （第1面） （特定）石油販売業開始届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 （特定）石油販売業を次のとおり行いたいので、石油の備蓄の確保等に関する法律第27条第1項の規定により、届け出ます。 （郵便番号） 1主たる事務所の所在地 電話番号（）― 2営業所の所在地 名称所在地 （郵便番号） 電話番号（）― （郵便番号） 電話番号（）― （郵便番号） 電話番号（）― 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「営業所」について記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第1面の次に添付すること。 （第2面） 3主たる販売施設の要 営業所の名称 貯蔵設備・計量器（可搬式も含む。） （油種）（タンク総容量）（タンク基数）計量器数 a揮発油KL基基 b灯油KL基基 c軽油KL基基 dKL基基 eKL基基 営業所の名称 貯蔵施設・計量器（可搬式も含む。） （油種）（タンク総容量）（タンク基数）計量器数 a揮発油KL基基 b灯油KL基基 c軽油KL基基 dKL基基 eKL基基 4主たる仕入先 5販売しようとする 石油の種類 6事業開始予定時期 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「主たる販売施設の要」は営業所ごとに記載すること。 3「主たる販売施設の要」について記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第2面の次に添付すること。 （第3面） （特定石油販売業者のみ記載） 7密接な関係を有する石油精製業者の商号、名称又は氏名 8石油の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地 名称所在地電話番号（）― 石油の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力 名称所在地電話番号（）― 石油の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「貯蔵施設」について記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第3面の次に添付すること。 （第4面） （法第27条第1項第5号の石油販売業者のみ記載） 9営業所の給油設備の規模 営業所の名称 給油設備のレーン数 給油設備に用いる自家発電機の容量KVA ┝┥ 営業所の名称 給油設備のレーン数 給油設備に用いる自家発電機の容量KVA 10災害が発生した場合における営業所の状況の確認を受けるための電話番 号その他の連絡先 営業所の名称 電話番号その他の連絡先 ┝┥ 営業所の名称 電話番号その他の連絡先 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「営業所」について記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第4面の次に添付すること。 3「電話番号その他の連絡先」欄には、電話番号、電子メールアドレス等の事項を複数記載すること。 （第5面） （法第27条第1項第5号の石油販売業者で、指定石油製品の輸送の用に供するタンクローリーを有している場合のみ記載） 11営業所ごとの指定石油製品の輸送の用に供するタンクローリーに関する 事項 営業所の名称 タンクローリーの数台 指定石油製品の種類 リットル 最大容量 （リットル×室） 設置場所 ┝┥ 指定石油製品の種類 リットル 最大容量 （リットル×室） 設置場所 営業所の名称 タンクローリーの数台 指定石油製品の種類 リットル 最大容量 （リットル×室） 設置場所 ┝┥ 指定石油製品の種類 リットル 最大容量 （リットル×室） 設置場所 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「営業所」、「タンクローリー」について記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第5面の次に添付すること。 
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３
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係
）

様式第18（第33条関係）（平13経産令229・追加、平24経産令81・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） （特定）石油販売業変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第27条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。 変更事項 変更前 変更後 変更（予定）年月日 変更の理由 設備の処分に関する 事項 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2変更事項の欄には、法第27条第1項第1号から第6号までのうち、変更する事項を記載すること。 3法第27条第1項第3号から第5号に規定する事項を変更する場合は、「変更年月日」を「変更予定年月日」とすること。 4「密接な関係を有する石油精製業者の商号、名称又は氏名」又は「石油の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地」を変更する場合は、当該変更の明細を記した書面を添付すること。 5「設備の処分に関する事項」の欄は、営業所の所在地を変更する場合に限り記載すること。  

様
式
第
１
９
（
第
３
３
条
関
係
）

様式第19（第33条関係）（平13経産令229・追加、平24経産令81・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） （特定）石油販売業廃止届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 （特定）石油販売業を廃止したので、石油の備蓄の確保等に関する法律第27条第3項において準用する第26条第3項の規定により届け出ます。 廃止年月日 廃止の理由 設備の処分に関する 事項 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  
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様
式
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２
０
（
第
３
４
条
関
係
）

様式第20（第34条関係）（平13経産令229・追加、平24経産令81・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油ガス輸入業開始届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油ガス輸入業を次のとおり行いたいので、石油の備蓄の確保等に関する法律第28条第1項の規定により、届け出ます。 （郵便番号） 1主たる事務所の所在地 電話番号（）― 2石油ガスの種類ごとの 貯蔵施設の貯蔵能力及び 所在地 3事業開始予定年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  

様
式
第
２
１
（
第
３
４
条
関
係
）

様式第21（第34条関係）（平13経産令229・追加、平24経産令81・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油ガス輸入業変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第28条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。 変更事項 変更前 変更後 変更（予定）年月日 変更の理由 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2変更事項の欄には、法第28条第1項第1号から第5号までのうち、変更する事項を記載すること。 3法第28条第1項第3号及び第4号に規定する事項を変更する場合は、「変更年月日」を「変更予定年月日」とすること。  

様
式
第
２
２
（
第
３
４
条
関
係
）

様式第22（第34条関係）（平13経産令229・追加、平24経産令81・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油ガス輸入業廃止届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油ガス輸入業を廃止したので、石油の備蓄の確保等に関する法律第28条第3項において準用する第26条第3項の規定により届け出ます。 廃止年月日 廃止の理由 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  

様
式
第
２
２
の
２
（
第
３
４
条
の
３
関
係
）

様式第22の2（第34条の3関係）（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 石油精製業者等の製油所及び油槽所等被災状況 企業名報告対象年月日年月日 事業所名提出日年月日 作成者の職名 作成者の氏名 電話番号 1．出荷設備被災状況 ①電源・動力被災状況※1復旧見込※2備考 電源（自家発電） 電源（系統） 動力（ポンプ等） ②受入設備被災状況復旧見込備考 海上受入 貨車受入 タンクローリー受入 ③油種別タンク・出荷設備 タンクローリー 貯蔵施設ドラム缶出荷海上出荷貨車出荷 出荷 備考 被災状況復旧見込被災状況復旧見込被災状況復旧見込被災状況復旧見込被災状況復旧見込 原油 自動車用高級 ガソリン 自動車用並級 ガソリン 灯油 軽油 ジェット燃料 A規格 ジェット燃料 B規格 低硫黄A重油 高硫黄A重油 2．生産設備被災状況 備考：（被災した装置（二次装置含）の状況、復旧見込及び製品生産への具体的影響を記載する 常圧蒸留装置 こと。） 被災状況※1復旧見込※2 ※1：「被災」欄…0→被災なし通常稼働、1→一部被災（一部施設利用不可）、2→全壊等完全利用不可、 3→停電（物損無し）、4→安全点検中、5→火災（延焼中）、 6→常圧蒸留装置は異常無いが二次装置以降が被災の為稼働停止（2．生産装置被災状況のみで使用） 8→不明（確認中）、9→保有しない設備・装置 ※2：「復旧見込」欄…稼働再開見込日を記載すること。復旧の見込が立たないものは「99」と記載すること。 一部復旧や制限のある復旧の場合は備考欄にその旨を記載すること。 槽所等石油在庫量等（実績） （単位：kl） 常圧蒸留装 置処理能力 高硫黄低硫黄高硫黄 （バレル／日） 燃料油計 A重油B・CB・C （単位：kl） 高硫黄低硫黄高硫黄 燃料油計 A重油B・CB・C （単位：kl） 高硫黄低硫黄高硫黄 燃料油計 A重油B・CB・C （単位：kl） 高硫黄低硫黄高硫黄粗ガソ 粗灯油粗軽油燃料油計 粗A重油装置原料 A重油B・CB・Cリン 
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様式第22の3（第34条の3関係）・第1表（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 石油精製業者等の製油所及び油 企業名 作成者の職名及び氏名 電話番号 報告対象年月日年月日 ①処理・生産量 石油製品生産量 原油処 事業所名 理量 ジェッ低硫黄 ナフサ灯油軽油 ガソリン ト燃料A重油 ②輸入量 ジェッ低硫黄 事業所名原油ナフサ灯油軽油 ガソリン ト燃料A重油 ③輸出量 ジェッ低硫黄 事業所名原油ナフサ灯油軽油 ガソリン ト燃料A重油 ④在庫量 ジェッ低硫黄 事業所名原油ナフサ灯油軽油 ガソリン ト燃料A重油 油槽所等石油在庫量等（見込） （単位：kl） 翌日当日2日後から7日後までのうち大きな変化が見込まれる日 B・CジェッB・C ガソリン 灯油軽油A重油原油灯油軽油A重油月日 重油ト燃料重油 （単位：kl） 翌日当日2日後から7日後までのうち大きな変化が見込まれる日 B・CジェッB・C ガソリン 灯油軽油A重油原油灯油軽油A重油月日 重油ト燃料重油 様式第22の3（第34条の3関係）・第2表（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 石油精製業者等の製油所及び 企業名 作成者の職名及び氏名 電話番号 報告対象年月日年月日 ①処理量 当日2日後から7日後のうち 当日翌日 大きな変化が見込まれる日 事業所名 原油処常圧蒸留装原油処常圧蒸留装原油処常圧蒸留装 理量置処理能力理量置処理能力理量置処理能力月日 （バレル／日）（バレル／日）（バレル／日） （KL）（KL）（KL） ②輸入量 当日 事業所名 ジェッB・Cジェッ ガソリンガソリン 原油灯油軽油A重油原油 ト燃料重油ト燃料 ③輸出量 当日 事業所名 ジェッB・Cジェッ ガソリンガソリン 原油灯油軽油A重油原油 ト燃料重油ト燃料 所等石油出荷量（タンクローリー） 報告対象年月日年月日 提出日年月日 （単位：kl） ローリー出荷量 ジェット燃ジェット燃低硫黄A重高硫黄A重低硫黄B・高硫黄B・ A重油計B・C重油計 料B規格料計油油C重油C重油 
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様式第22の4（第34条の3関係）・第1表（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 石油精製業者等の製油所及び油槽 企業名 事業所名 作成者の職名 作成者の氏名 電話番号 タンク ガソリン・ 自動車用高自動車用並ジェット燃 ガソリン計灯油軽油灯油・軽油 級ガソリン級ガソリン料A規格 計 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 製油所及び 油槽所等に おける需要 家等による 引取 他社への融通 所等石油出荷量（ドラム缶等） 報告対象年月日年月日 提出日年月日 （単位：kl） 出荷量 ガソリンジェットジェット ジェット低硫黄A重高硫黄A重 軽油・灯油・燃料A規燃料B規A重油計 燃料計油油 軽油計格格 （単位：kl） 出荷量 ガソリンジェットジェット ジェット低硫黄A重高硫黄A重 軽油・灯油・燃料A規燃料B規A重油計 燃料計油油 軽油計格格 様式第22の4（第34条の3関係）・第2表（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 石油精製業者等の製油所及び油槽 企業名 事業所名 作成者の職名 作成者の氏名 電話番号 ①ドラム缶 受渡地 受渡相手自動車用自動車用 ガソリン 都道府県市区町村施設名高級ガソ並級ガソ灯油 計 リンリン製油所及び油槽所等における需 要家等による引取 他社への融通 ②バルクコンテナ等 受渡地 受渡相手自動車用自動車用 ガソリン 都道府県市区町村施設名高級ガソ並級ガソ灯油 計 リンリン 製油所及び油槽所等における需 要家等による引取 他社への融通 所等石油出荷量（貨車出荷先） 報告対象年月日年月日 提出日年月日 （単位：kl） 貨車出荷量 ジェット燃ジェット燃低硫黄A重高硫黄A重低硫黄B・高硫黄B・ A重油計B・C重油計 料B規格料計油油C重油C重油 様式第22の4（第34条の3関係）・第3表（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 石油精製業者等の製油所及び油槽 企業名 事業所名 作成者の職名 作成者の氏名 電話番号 ガソリン・ 自動車用高自動車用並ジェット燃 ガソリン計灯油軽油灯油・軽油 級ガソリン級ガソリン料A規格 計 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 製油所及び 油槽所等に おける需要 家等による 引取 他社への融通 所等石油出荷量（貨車出荷受入） 報告対象年月日年月日 提出日年月日 （単位：k1） ジェット燃ジェット燃低硫黄A重高硫黄A重A重油計低硫黄B・高硫黄B・ B・C重油計 料B規格料計油油C重油C重油 様式第22の4（第34条の3関係）・第4表（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 石油精製業者等の製油所及び油槽 企業名 事業所名 作成者の職名 作成者の氏名 電話番号 ①実績 ガソリン・ 自動車用高自動車用並ジェット燃 ガソリン計灯油軽油灯油・軽油 級ガソリン級ガソリン料A規格 計 貨車 実 績 その他 ②計画 貨車 当 日 その他 貨車 翌 日 その他 2貨車 日 後その他 3貨車 日 後その他 4貨車 日 後その他 5貨車 日 後その他 6貨車 日 後その他 7貨車 日 後その他 油槽所等石油出荷量（船舶） 報告対象年月日年月日 提出日年月日 油種別輸送量（KL）半製品・油種別輸送量（KL） 低硫黄高硫黄 低硫黄高硫黄粗ガソリ 灯油軽油B・CB・C粗灯油粗軽油粗A重油装置原料 A重油A重油ン 重油重油 油種別輸送量（KL） 低硫黄高硫黄 低硫黄高硫黄 灯油軽油B・CB・C A重油A重油 重油重油 様式第22の4（第34条の3関係）・第5表（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 石油精製業者等の製油所及び 企業名 作成者の職名 作成者の氏名 電話番号 ①転送 船舶情報出港積地到着揚地製品・ 自動車自動車 ジェッジェッ 用高級用並級 船名船型企業名基地名企業名基地名ト燃料ト燃料 （年月日）（年月日） ガソリガソリ A規格B規格 ンン ②販売（需要家向け海上出荷実績） 船舶情報出港積地揚地製品・ 自動車自動車 ジェッジェッ 用高級用並級 船名船型企業名基地名企業名基地名ト燃料ト燃料 （年月日） ガソリガソリ A規格B規格 ンン 
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様式第22の5（第34条の3関係）第1表（平24経産令81・追加） 石油販売業者の営業所被災状況 年月日時 給油設備の被害状況給油の可否 営業所名所在地備考 （計量器、防火塀、土間、自家発電機等）（可の場合は、営業時間） 作成者の職名及び氏名 企業名 TEL 報告対象年月日 様式第22の5（第34条の3関係）第2表（平24経産令81・追加） 地域の石油販売業者の被災状況 年月日時 地域地域の営業所の被害状況地域の営業所数給油可能営業所数備考 作成者の職名及び氏名 団体名 TEL 報告対象年月日 
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様式第22の6（第34条の3関係）（平24経産令81・追加） 石油販売業者の営業所在庫状況 年月日時 営業所名所在地油種ごとの在庫量備考 （油種）（在庫量） a高級揮発油KL b並級揮発油KL c灯油KL d軽油KL e重油KL fKL （油種）（在庫量） a高級揮発油KL b並級揮発油KL c灯油KL d軽油KL e重油KL fKL 作成者の職名及び氏名 企業名 TEL 報告対象年月日  
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様式第22の7（第34条の3関係）（平24経産令81・追加） 石油販売業者の営業所入出荷状況 年月日時 営業所名所在地油種ごとの入出荷量備考 （油種）（入荷量）（出荷量） a高級揮発油KLKL b並級揮発油KLKL c灯油KLKL d軽油KLKL e重油KLKL fKLKL （油種）（入荷量）（出荷量） a高級揮発油KLKL b並級揮発油KLKL c灯油KLKL d軽油KLKL e重油KLKL fKLKL 作成者の職名及び氏名 企業名 TEL 報告対象年月日 （石油精製業者等向け） 報告対象年月日年月日 提出日年月日 （単位：kl） 前日配送実績当日配送予定在庫数量 自動車用自動車用自動車用自動車用自動車用自動車用 高級ガソ並級ガソ灯油軽油高級ガソ並級ガソ灯油軽油高級ガソ並級ガソ灯油軽油 リンリンリンリンリンリン  
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様式第22の8（第34条の3関係）（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 営業所の配送・在庫等状況 企業名 事業所名 作成者の職名 作成者の氏名 電話番号 住所 情報営業 給油所名運営会社名特・販特約店名 取得可否 都道府県市区町村 （注）1特約店名については、3者店の場合のみ記載。 2在庫数量については、必要に応じて記載。  
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様式第22の9（第34条の3関係）（平24経産令81・追加） 石油ガス輸入基地等被災状況 会社名又は団体名提出日月日 事業所名 提出者所属部署 提出担当者名 提出担当者電話番号 1．輸入基地設備被災状況 復旧見込 ①電源・動力※3被災※1備考 ※2 電源（自家発） 電源（系統） 動力（ポンプ等） 復旧見込 ②受入設備被災※1備考 ※2 海上受入 ローリー受入 ③油種別タンク・出荷設備 タンクローリー出荷ボンベ出荷海上出荷備考 復旧見込復旧見込復旧見込復旧見込 被災※1被災※1被災※1被災※1 ※2※2※2※2 プロパン ブタン 2．建屋等、人員等被災状況 建屋等・人員備考：（被災した建屋等及び人員の被災状況や復旧見込、出荷への具体的影響を入力してください） 建屋等設備名 人員担当 ※1：「被災」欄…0→被災なし通常稼働、1→一部被災（一部施設利用不可）、2→全壊等完全利用不可、 3→停電（物損無し）、4→安全点検中、5→火災（延焼中）、 6→不明（確認中）、7→保有しない設備・装置 ※2：「復旧見込」欄…稼働再開見込日を入力してください。復旧の見込が立たないものは「99」を入力してください。 一部復旧や制限のある復旧の場合は備考欄にその旨を入力してください。 ※3：1．の調査票は輸入基地の状況を把握するものである為、二次基地であっても電源及び動力は生産装置のものではなく、輸入基地と同様出荷設備についてのものとなります。 注）石油ガス輸入業者が組織する団体が当該報告をするときは、石油ガス輸入業者すべての被災状況並びに復旧状況（1次基地、本社等）をまとめた資料を添付すること。 
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様式第22の10（第34条の3関係）（平24経産令81・追加） 石油ガス容器に石油ガスを充する事業場等被災状況 会社名提出日月日 充填所等名 提出者所属部署 提出担当者名 提出担当者電話番号 1．充填所設備備被災状況 復旧見込 ①電源・動力※3被災※1備考 ※2 電源（自家発） 電源（系統） 充機等 復旧見込 ②受入設備被災※1備考 ※2 ローリー受入 ③油種別タンク・出荷設備 タンクローリー出荷ボンベ出荷備考 復旧見込復旧見込復旧見込 被災※1被災※1被災※1 ※2※2※2 プロパン ブタン 2．建屋等、人員被災状況 建屋等・人員備考：（被災した建屋等及び人員の被災状況や復旧見込、出荷への具体的影響を入力してください） 建屋等設備名 人員担当 ※1：「被災」欄…0→被災なし通常稼働、1→一部被災（一部施設利用不可）、2→全壊等完全利用不可、 3→停電（物損無し）、4→安全点検中、5→火災（延焼中）、 6→不明（確認中）、7→保有しない設備・装置 ※2：「復旧見込」欄…稼働再開見込日を入力してください。復旧の見込が立たないものは「99」を入力してください。 一部復旧や制限のある復旧の場合は備考欄にその旨を入力してください。 
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様式第22の11（第34条の3関係）（平24経産令81・追加） 石油ガス供給設備等被災状況 会社名又は団体名提出日月日 都道府県名 提出者所属部署 提出担当者名 提出担当者電話番号 〇需要家設備被災状況 需要家種別総需要家数被災戸数※1復旧見込※2備考 公共施設等 病院 工場等（大口） 業務用 家庭用 ※1：「被災戸数」欄…0→被災なし、1→一部被災（一部設備施使用不可）、2→全壊等完全使用不可、 3→停電（物損無し）、4→安全点検中、5→火災（延焼中）、6→不明（確認中） ※2：「復旧見込」欄…稼働再開見込日を入力してください。復旧の見込が立たないものは「99」を入力してください。 一部復旧や制限のある復旧の場合は備考欄にその旨を入力してください。 注）石油ガス販売事業者が組織する団体が当該報告をするときは、各都道府県毎に石油ガス販売事業者の被災状況並びに復旧状況（充填所、販売店舗）をまとめた資料を添付すること。  
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様式第22の12（第34条の4関係）（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 原油・石油ガス船積計画 （船積数量単位原油：バレル、石油ガス：t） 船積完了予定日到着予定日 油種名船積数量船舶名称送主原供給者陸揚予定地 年月日年月日 作成者の職名℡ 企業名 及び氏名 報告対象年月日年月日  
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様式第22の13（第34条の4関係）（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 原油・石油ガス船舶輸送状況 （船積数量単位原油：バレル、石油ガス：t） 船積完了予定日到着予定日 油種名船積数量積出港船舶名称送主原供給者陸揚予定地船舶現在位置 年月日年月日 ※輸入実績があったものを除く、全ての船積実績について報告すること。 作成者の職名℡ 企業名 及び氏名 報告対象年月日年月日  
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様式第22の14（第34条の4関係）・第1表（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 石油輸入実績（原油輸入実績） （年月日から年月日まで） （検尺数量単位：kl） 検尺完了日 陸揚地（企業・事業所）原油名検尺数量船舶名称 年月日 作成者の職名℡ 企業名 及び氏名 報告対象年月日年月日 様式第22の14（第34条の4関係）・第2表（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 石油輸入実績（石油製品輸入実績（保税輸入品を除く）） （年月日から年月日まで） （輸入量単位燃料油：kl、石油ガス：t） 検尺完了日 陸揚地（企業・事業所）原油名検尺数量船舶名称 年月日 作成者の職名℡ 企業名 及び氏名 報告対象年月日年月日 様式第22の14（第34条の3関係）・第3表（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 石油輸入実績（石油製品輸入実績（保税輸入品に限る）） （年月日から年月日まで） （輸入量単位燃料油：kl、石油ガス：t） 検尺完了日 陸揚地（企業・事業所）原油名検尺数量船舶名称 年月日 作成者の職名℡ 企業名 及び氏名 報告対象年月日年月日 
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様式第22の15（第34条の4関係）・第1表（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 石油輸出実績（原油輸出実績） （年月日から年月日まで） （輸出量単位：kl） 輸出日 積出地（企業・事業所）原油名輸出量輸出先 年月日 作成者の職名℡ 企業名 及び氏名 報告対象年月日年月日 様式第22の15（第34条の3関係）・第2表（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 石油輸出実績（石油製品輸出実績（保税輸出品を除く）） （年月日から年月日まで） （輸出量単位燃料油：kl、石油ガス：t） 輸出日 積出地（企業・事業所）原油名輸出量輸出先 年月日 作成者の職名℡ 企業名 及び氏名 報告対象年月日年月日 様式第22の15（第34条の3関係）・第3表（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 石油輸出実績（石油製品輸出実績（保税輸出品に限る）） （年月日から年月日まで） （輸入量単位燃料油：kl、石油ガス：t） 製品名輸出量 作成者の職名℡ 企業名 及び氏名 報告対象年月日年月日 
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様式第22の16（第34条の4関係）（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 製油所原油処理・生産・受入・払出量 （年月日から年月日まで） （単位原油・燃料油：kl、石油ガス：t） 原油ガソリンナフサジェット灯油軽油A重油燃料油計石油ガス B・C重油 製油所名燃料油 プロパンブタン （kl）（kl）（kl）（kl）（kl）（kl）（kl）（kl）（kl） （t）（t） 処理量 生産量 受入量 払出量 処理量 生産量 受入量 払出量 処理量 生産量 受入量 払出量 処理量 生産量 受入量 払出量 処理量 生産量 受入量 払出量 処理量 生産量 受入量 払出量 ※生産量は、自家消費分を除いた数量で報告すること。 作成者の職名及びTEL 企業名 氏名 報告対象年月日年月日  
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様式第22の17（第34条の4関係）（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 製油所等石油在庫量 （単位原油・燃料油・半製品：kl、石油ガス：t） 石油製品半製品 原油ジェッ 製油所等名ナフサ灯油軽油A重油B・C燃料油石油ガス粗ガソ粗灯油粗軽油粗重油半製品 ガソリン （kl）ト燃料 重油計リン計 油ブタン プロパン （kl）（kl）（kl）（kl）（kl）（kl）（kl）（kl）（kl） （kl）（t）（t） 作成者の職名及び℡ 企業名 氏名 報告対象年月日年月日  
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様式第22の18（第34条の4関係）（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 油槽所等石油製品・半製品在庫量 （単位原（単位原油・燃料油・半製品：kl、石油ガス：t） 石油製品半製品 ジェッ 油槽所等名ナフサ灯油軽油A重油B・C燃料油石油ガス粗ガソ粗灯油粗軽油粗重油半製品 ガソリン ト燃料 重油計リン計 油ブタン プロパン （kl）（kl）（kl）（kl）（kl）（kl）（kl）（t）（t）（kl）（kl）（kl）（kl）（kl） 作成者の職名及び℡ 企業名 氏名 報告対象年月日年月日  
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様式第22の20（第34条の4関係）（平24経産令81・追加、令元経産令1・一部改正） 石油ガス需給予定量 （単位：千t） 輸入月分月分月分月分月分月分 プロパンブタンプロパンブタンプロパンブタンプロパンブタンプロパンブタンプロパンブタン 契約相手原産国 ターム契約分 スポット契約分 輸入計 石油精製等 供給計 販売 月末在庫 自社保有量 備蓄日数 （注）1．輸入については、現時点におけるターム契約及びスポット契約毎の実績、予定を記入すること。 2．石油精製等については、メーカー間の購買、卸からの購入等も含む。 3．月末在庫には、製油所在庫、輸入基地在庫及び二次基地在庫の合計を記入すること。 4．自社保有量には、石油の備蓄の確保等に関する法律における石油ガス保有量の届出に準じた該当量（輸入基地及び一部二次基地分）を記入すること。 5．備蓄日数は、輸入予定量から基準備蓄量を算出し、基準備蓄量に対する保有量から求めること（概算可）。 作成者の職名及び℡ 企業名 氏名 報告対象年月日年月日  
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様式第23（第35条関係）（平13経産令229・追加、平19経産令78・平24経産令81・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油（石油ガス）備蓄状況等届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、その代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第36条の規定により、石油（石油ガス）の備蓄の状況を別紙のとおり届け出ます。 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2別紙は石油精製業者等（特定石油精製業者等を除く。）にあっては第1表及び第2表の様式、石油精製業者等（特定石油精製業者等に限る）にあっては第1表、第2表及び第5表の様式、石油ガス輸入業者にあっては第3表及び第4表の様式によること。 第1表 年月石油備蓄状況 測定日：年月15日単位：キロリットル 指定石 灯油 （ジェッ 油製品揮発油軽油重油原油 ト燃料油 合計 を含む。） 自己所有石油貯油量 原油の指定石油製品へ の換算 石油保有量 平均石油保有量 その他 測定日：年月末日単位：キロリットル 指定石 灯油 （ジェッ 油製品揮発油軽油重油原油 ト燃料油 合計 を含む。） 自己所有石油貯油量 原油の指定石油製品へ の換算 石油保有量 平均石油保有量 その他 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「自己所有石油貯油量」の欄には、石油備蓄契約（外国の政府若しくは関係機関又は外国の法人その他の外国の団体に対して石油を購入する権利を与える契約をいい、当該外国の政府と日本国政府との間に、当該外国の緊急時において当該外国への当該契約に係る石油の移転に対して阻害措置をとらないという合意がなされているものに限る。以下同じ。）の対象として保有する石油がある場合にはその量を引いた数量を記載すること。 3「指定石油製品合計」欄は、指定石油製品について基準備蓄量が存在するときのみ下記①～④の合計を記入すること。 ①揮発油の保有量から当該月に保有すべき揮発油の量を引いた数量 ②灯油の保有量から当該月に保有すべき灯油の量を引いた数量 ③軽油の保有量から当該月に保有すべき軽油の量を引いた数量 ④重油の保有量から当該月に保有すべき重油の量を引いた数量 4「その他」の欄には、衛星航法装置により算入した石油がある場合にはその数量、石油備蓄契約の対象として保有する石油がある場合にはその数量、基準備蓄量の変更時に保有条件を付した場合にはその保有条件への適否又は指定石油製品の輸入に係る備蓄を原油で保有した場合にはその保有条件への適否をそれぞれ記載すること。 第2表 年月末日の自己所有石油貯油量の内訳等 単位：キロリットル 灯油 自己所有石油の備蓄施設別 （ジェッ 揮発油軽油重油原油 内訳 ト燃料油 を含む。） 自己施設 他者施設 入港中船舶（外航） 輸送中船舶（内航） その他 合計（自己所有石油貯油量） 自己所有石油の備蓄施設の名称、所在地、施設番号及び連絡先 施設保有者 施設名所在地施設番号連絡先備考 名 衛星航法装置により算入した石油 数量カウン入港入港有効検査機関名及 船名船籍位置 （検尺）ト時期場所時期期間び検査番号 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2衛星航法装置により算入する場合は、当該船舶が本邦内に位置することを確認した時点から入港するまでの位置、年月日及び時刻を衛星航法装置により連続して記録したものに、船長が署名又は記名したものを、法第29条に規定する帳簿とともに保存すること。 第3表 年月石油ガス備蓄状況 測定日：年月15日単位：トン プロパンブタン計 石油ガス保有量 平均石油ガス保有量 その他 測定日：年月末日単位：トン プロパンブタン計 石油ガス保有量 平均石油ガス保有量 その他 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「石油ガス保有量」の欄には、石油備蓄契約（外国の政府若しくは関係機関又は外国の法人その他の外国の団体に対して石油ガスを購入する権利を与える契約をいい、当該外国の政府と日本国政府との間に、当該外国の緊急時において当該外国への当該契約に係る石油ガスの移転に対して阻害措置をとらないという合意がなされているものに限る。以下同じ。）の対象として保有する石油ガスがある場合にはその量を引いた数量を記載すること。 3「その他」の欄には、衛星航法装置により算入した石油ガスがある場合にはその数量、石油備蓄契約の対象として保有する石油ガスがある場合にはその数量をそれぞれ記載すること。 第4表 年月末日の自己所有石油ガス貯油量の内訳等 単位：トン プロパンブタン計 自己所有石油ガス の備蓄施設別内訳一次二次一次二次一次二次 基地基地基地基地基地基地 自己施設 他者施設 入港中船舶（外航） 輸送中船舶（内航） その他 合計（自己所有石油ガ ス貯油量） 自己所有石油ガスの備蓄施設の名称、所在地、施設番号及び連絡先 施設保有者 施設名所在地施設番号連絡先備考 名 衛星航法装置により算入した石油ガス 数量カウン入港入港有効検査機関名及 船名船籍位置 （検尺）ト時期場所時期期間び検査番号 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2衛星航法装置により算入する場合は、当該船舶が本邦内に位置することを確認した時点から入港するまでの位置、年月日及び時刻を衛星航法装置により連続して記録したものに、船長が署名又は記名したものを、法第29条に規定する帳簿とともに保存すること。 の自己所有石油貯蔵量の内訳等 単位：キロリットル 貯蔵量 軽油A重油粗ガソリン粗灯油粗軽油粗重油 A重油、粗ガソリン、粗灯油、粗軽油及び粗重油を保管する全ての事業所につい 調査に準ずるものとする。 第5表 1．年月末日の各事業所 貯蔵事業所 ジェット 運営会社名事業所名ガソリン灯油 燃料油 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2貯蔵量の欄には届出者が所有するガソリン、ジェット燃料油、灯油、 てそれぞれ記載すること。 3製品の定義は経済産業省生産動態統計調査又は石油製品需給動態統計 業所の自己所有石油貯蔵能力 油灯油軽油A重油 貯蔵能力タンク容貯蔵能力タンク容貯蔵能力タンク容貯蔵能力 基数休基数休基数休 （kl）量（kl）（kl）量（kl）（kl）量（kl）（kl） クの基数を記載すること。 を控除した値を乗じた数値を記載すること。 第5表 2．年月末日の各事 貯蔵能力（油槽所） ガソリンジエット燃料 運営会社名事業所名所在地 タンク容貯蔵能力タンク容 基数休基数休 量（kl）（kl）量（kl） 0 計 計 計 計 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「タンク容量」の欄には消防許可容量を記載すること。 3「基数」の欄には休止中のものも含めた事業所で保有する全てのタン 4「休」の欄には休止中のタンク数を記載すること。 5「貯蔵能力」の欄には「タンク容量」に対して、「基数」から「休」 の自己所有石油貯蔵量の内訳等 灯油軽油A重油 貯蔵能力タンク容貯蔵能力タンク容貯蔵能力タンク容貯蔵能力 基数休基数休基数休 （kl）量（kl）（kl）量（kl）（kl）量（kl）（kl） 粗軽油粗重油 貯蔵能力タンク容貯蔵能力タンク容貯蔵能力 基数休基数休 （kl）量（kl）（kl）量（kl）（kl） 灯油軽油A重油 貯蔵能力タンク容貯蔵能力タンク容貯蔵能力タンク容貯蔵能力 基数休基数休基数休 （kl）量（kl）（kl）量（kl）（kl）量（kl）（kl） 粗軽油粗重油 貯蔵能力タンク容貯蔵能力タンク容貯蔵能力 基数休基数休 （kl）量（kl）（kl）量（kl）（kl） 灯油軽油A重油 貯蔵能力タンク容貯蔵能力タンク容貯蔵能力タンク容貯蔵能力 基数休基数休基数休 （kl）量（kl）（kl）量（kl）（kl）量（kl）（kl） 粗軽油粗重油 貯蔵能力タンク容貯蔵能力タンク容貯蔵能力 基数休基数休 （kl）量（kl）（kl）量（kl）（kl） クの基数を記載すること。 を控除した値を乗じた数値を記載すること。 第5表 2．年月末日の各事業所 貯蔵能力（製油所） ガソリンジェット 運営会社名事業所名所在地 タンク容貯蔵能力タンク容 基数休基数休 量（kl）（kl）量（kl） 0 粗ガソリン粗灯油 タンク容貯蔵能力タンク容 基数休基数休 量（kl）（kl）量（kl） 計 ガソリンジェット 運営会社名事業所名所在地 タンク容貯蔵能力タンク容 基数休基数休 量（kl）（kl）量（kl） 粗ガソリン粗灯油 タンク容貯蔵能力タンク容 基数休基数休 量（kl）（kl）量（kl） 計 ガソリンジェット 運営会社名事業所名所在地 タンク容貯蔵能力タンク容 基数休基数休 量（kl）（kl）量（kl） 粗ガソリン粗灯油 タンク容貯蔵能力タンク容 基数休基数休 量（kl）（kl）量（kl） 計 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「タンク容量」の欄には消防許可容量を記載すること。 3「基数」の欄には休止中のものも含めた事業所で保有する全てのタン 4「休」の欄には休止中のタンク数を記載すること。 5「貯蔵能力」の欄には「タンク容量」に対して、「基数」から「休」 出荷設備能力 出荷設備（レーン数） ┰ ジェット燃料油黒油 総車線数うち20KL超総車線数うち20KL超うち10KL未満 第5表 4．タンクローリー 貯蔵事業所ローリー ┰ 白油 運営会社事業所名 総車線数うち20KL超うち10KL未満 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2各欄には前年度3月末時点におけるレーン数を記載すること。 の桟橋能力 橋②桟橋③桟橋④ 出荷可能ポンプ能力受出着桟可能出荷可能ポンプ能力受出着桟可能出荷可能ポンプ能力 油種船型油種船型油種 （kl／h）（t）（kl／h）（t）（kl／h） と。 記入してください。（例…①25m、②40m） け出し可能であれば「受出」の別で記載すること。 すること。 ジ 橋→白ジ 可能な桟橋→白黒ジ 第5表 5．各事業所 貯蔵事業所桟橋①桟 運営会社名事業所名港湾水深受出着桟可能出荷可能ポンプ能力受出着桟可能 船型油種船型 （m）（kl／h）（t） 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2各欄には前年度3月末時点における能力を記載すること。 3事業所に桟橋が5か所以上ある場合は、2行以上を用いて記載するこ 4「港湾水深」欄については、桟橋ごとに水深が異なる場合はそれぞれ 5「受出」欄には、受入専用であれば「受」、出荷専用であれば「出」、受 6「出荷可能油種」欄には、可能な油種を以下の略号にしたがって記載 ガソリン・灯油・軽油：白、A重油・C重油：黒、ジェット燃料油： （記入例）ガソリン、灯油、軽油、ジェットのいずれも出荷可能な桟 ガソリン、灯油、軽油、ジェット、A重油のいずれも出荷 荷能力及びドラム缶出荷能力 ドラム缶出荷能力（l／h） 自動車用高級自動車用並級ジェット燃料 灯油軽油A重油 ガソリンガソリン油 ば「両」と記載すること。 第5表 6．各事業所のタンク車入出 貯蔵事業所貨車受入能力貨車出荷能力 運営会社事業所名受入ピット数片側／両側出荷ピット数片側／両側 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2各欄には前年度3月末時点における能力を記載すること。 3「片側／両側」欄には片側の場合であれば「片」、両側の場合であれ 
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様
式
第
２
４
（
第
３
６
条
関
係
）

様式第24（第36条関係）（平13経産令229・追加、平24経産令81・令元経産令1・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 ×受理年月日年月日 石油輸入業承継届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第37条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。 承継年月日 承継人の登録年月日及び登録 番号 被承継人の登録年月日及び登 録番号 被承継人の商号、名称又は氏 名及び住所 承継の原因 被承継人に係る基準備蓄量 承継前の承継人の基準備蓄量 承継後の承継人の基準備蓄量 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2×印の項は、記載しないこと。 3「承継人の登録年月日及び登録番号」及び「承継前の承継人の基準備蓄量」の欄は、第37条第1項に規定する者に限り記載すること。  

様
式
第
２
５
（
第
３
６
条
関
係
）

様式第25（第36条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油輸入業者事業譲渡証明書 年月日 経済産業大臣殿 譲り渡した者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 譲り受けた者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 次のとおり、石油輸入業者の事業の全部の譲り渡しがありましたことを証明します。 譲り渡した者の登録年月 日及び登録番号 譲渡しの年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  
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様
式
第
２
６
（
第
３
６
条
関
係
）

様式第26（第36条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油輸入業者選定同意証明書 年月日 経済産業大臣殿 証明者の氏名 住所 次のとおり、石油輸入業を承継すべき相続人を選定することに同意したことを証明します。 被相続人の氏名及び住所 被相続人の登録年月日及び登 録番号 石油輸入業者の地位を承継す る者として選定された者の氏 名及び住所 相続開始の年月日 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2証明者は、石油輸入業者の地位を承継する者をして選定された者以外の相続人全員とする。  

様
式
第
２
７
（
第
３
６
条
関
係
）

様式第27（第36条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油輸入業者相続証明書 年月日 経済産業大臣殿 証明者の氏名 住所 次のとおり石油輸入業者について相続がありましたことを証明します。 被相続人の氏名及び住所 被相続人の登録年月日及び登 録番号 石油輸入業者の地位を承継し た者の氏名及び住所 相続開始の年月日 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2証明者は、2人以上とすること。  

様
式
第
２
８
（
第
３
６
条
関
係
）

様式第28（第36条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油輸入業承継証明書 年月日 経済産業大臣殿 被承継者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 承継者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 次のとおり分割によって石油輸入業者の事業の全部の承継がありましたことを証明します。 被承継者の登録年月日及び登 録番号 承継の年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  

様
式
第
２
９
（
第
３
９
条
関
係
）

様式第29（第39条関係）（平13経産令229・追加、平24経産令81・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油精製業承継届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第38条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。 承継年月日 被承継人の商号、名称又は氏 名及び住所 承継の原因 被承継人に係る基準備蓄量 承継前の承継人の基準備蓄量 承継後の承継人の基準備蓄量 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「承継前の承継人の基準備蓄量」の欄は、第40条第1項に規定する者に限り記載すること。  
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様
式
第
３
０
（
第
３
９
条
関
係
）

様式第30（第39条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油精製業者事業譲渡証明書 年月日 経済産業大臣殿 譲り渡した者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 譲り受けた者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 次のとおり、石油精製業者の事業の全部の譲り渡しがありましたことを証明します。 譲り渡した者の届出年月日 譲渡しの年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  

様
式
第
３
１
（
第
３
９
条
関
係
）

様式第31（第39条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油精製業者選定同意証明書 年月日 経済産業大臣殿 証明者の氏名 住所 次のとおり、石油精製業を承継すべき相続人を選定することに同意したことを証明します。 被相続人の氏名及び住所 被相続人の届出年月日 石油精製業者の地位を承継す る者として選定された者の氏 名及び住所 相続開始の年月日 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2証明者は、石油精製業者の地位を承継する者をして選定された者以外の相続人全員とする。  

様
式
第
３
２
（
第
３
９
条
関
係
）

様式第32（第39条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油精製業者相続証明書 年月日 経済産業大臣殿 証明者の氏名 住所 次のとおり石油精製業者について相続がありましたことを証明します。 被相続人の氏名及び住所 被相続人の届出年月日 石油精製業者の地位を承継し た者の氏名及び住所 相続開始の年月日 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2証明者は、2人以上とすること。  

様
式
第
３
３
（
第
３
９
条
関
係
）

様式第33（第39条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油精製業承継証明書 年月日 経済産業大臣殿 被承継者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 承継者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 次のとおり分割によって石油精製業者の事業の全部の承継がありましたことを証明します。 被承継者の届出年月日 承継の年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  
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様
式
第
３
４
（
第
４
１
条
関
係
）

様式第34（第41条関係）（平13経産令229・追加、平24経産令81・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 特定石油販売業承継届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第38条第4項において準用する同条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。 承継年月日 被承継人の商号、名称又は氏 名及び住所 承継の原因 被承継人に係る基準備蓄量 承継前の承継人の基準備蓄量 承継後の承継人の基準備蓄量 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「承継前の承継人の基準備蓄量」の欄は、第41条第1項において準用する第40条第1項に規定する者に限り記載すること。  

様
式
第
３
５
（
第
４
１
条
関
係
）

様式第35（第41条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 特定石油販売業者事業譲渡証明書 年月日 経済産業大臣殿 譲り渡した者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 譲り受けた者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 次のとおり、特定石油販売業者の事業の全部の譲り渡しがありましたことを証明します。 譲り渡した者の届出年月日 譲渡しの年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  

様
式
第
３
６
（
第
４
１
条
関
係
）

様式第36（第41条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 特定石油販売業者選定同意証明書 年月日 経済産業大臣殿 証明者の氏名 住所 次のとおり、特定石油販売業を承継すべき相続人を選定することに同意したことを証明します。 被相続人の氏名及び住所 被相続人の届出年月日 特定石油販売業者の地位を承 継する者として選定された者 の氏名及び住所 相続開始の年月日 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2証明者は、特定石油販売業者の地位を承継する者をして選定された者以外の相続人全員とする。  

様
式
第
３
７
（
第
４
１
条
関
係
）

様式第37（第41条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 特定石油販売業者相続証明書 年月日 経済産業大臣殿 証明者の氏名 住所 次のとおり特定石油販売業者について相続がありましたことを証明します。 被相続人の氏名及び住所 被相続人の届出年月日 特定石油販売業者の地位を承 継した者の氏名及び住所 相続開始の年月日 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2証明者は、2人以上とすること。  
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様
式
第
３
８
（
第
４
１
条
関
係
）

様式第38（第41条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 特定石油販売業承継証明書 年月日 経済産業大臣殿 被承継者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 承継者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 次のとおり分割によって特定石油販売業者の事業の全部の承継がありましたことを証明します。 被承継者の届出年月日 承継の年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  

様
式
第
３
９
（
第
４
１
条
関
係
）

様式第39（第41条関係）（平13経産令229・追加、平24経産令81・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油ガス輸入業承継届出書 年月日 経済産業大臣殿 届出者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 石油の備蓄の確保等に関する法律第38条第5項において準用する同条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。 承継年月日 被承継人の商号、名称又は氏 名及び住所 承継の原因 被承継人に係る基準備蓄量 承継前の承継人の基準備蓄量 承継後の承継人の基準備蓄量 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2「承継前の承継人の基準備蓄量」の欄は、第42条第2項において準用する第40条第1項に規定する者に限り記載すること。  

様
式
第
４
０
（
第
４
１
条
関
係
）

様式第40（第41条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油ガス輸入業者事業譲渡証明書 年月日 経済産業大臣殿 譲り渡した者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 譲り受けた者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 次のとおり、石油ガス輸入業者の事業の全部の譲り渡しがありましたことを証明します。 譲り渡した者の届出年月日 譲渡しの年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  

様
式
第
４
１
（
第
４
１
条
関
係
）

様式第41（第41条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油ガス輸入業者選定同意証明書 年月日 経済産業大臣殿 証明者の氏名 住所 次のとおり、石油ガス輸入業を承継すべき相続人を選定することに同意したことを証明します。 被相続人の氏名及び住所 被相続人の届出年月日 石油ガス輸入業者の地位を承 継する者として選定された者 の氏名及び住所 相続開始の年月日 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2証明者は、石油ガス輸入業者の地位を承継する者をして選定された者以外の相続人全員とする。  
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様
式
第
４
２
（
第
４
１
条
関
係
）

様式第42（第41条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油ガス輸入業者相続証明書 年月日 経済産業大臣殿 証明者の氏名 住所 次のとおり石油ガス輸入業者について相続がありましたことを証明します。 被相続人の氏名及び住所 被相続人の届出年月日 石油ガス輸入業者の地位を承 継した者の氏名及び住所 相続開始の年月日 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2証明者は、2人以上とすること。  

様
式
第
４
３
（
第
４
１
条
関
係
）

様式第43（第41条関係）（平13経産令229・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 石油ガス輸入業承継証明書 年月日 経済産業大臣殿 被承継者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 承継者商号、名称 氏名 （法人にあっては、代表者の氏名） 住所 次のとおり分割によって石油ガス輸入業者の事業の全部の承継がありましたことを証明します。 被承継者の届出年月日 承継の年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  

様
式
第
４
４
（
第
４
４
条
関
係
）

様式第44（第44条関係）（平13経産令229・追加、平24経産令81・令元経産令17・一部改正） 表面 第号 石油の備蓄の確保等に関する法律第40条第3項の規定による立入検査証 職名及び氏名 年月日生 年月日発行 写真 押印スタンプ 経済産業大臣印 裏面 石油の備蓄の確保等に関する法律抜粋 第40条（略） 2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 石油業者の事務所、工場その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の 物件を検査させることができる。 3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯 し、関係者に提示しなければならない。 4第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のためにみとめられた ものと解釈してはならない。 第47条次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 一～四（略） 五第40条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 備考用紙の大きさは、日本産業規格B8とする。  

様
式
第
４
４
の
１
０
（
第
４
５
条
の
３
関
係
）

様式第44の10（第45条の3関係）（平15経産令22・追加） 石油ガス需給予定量 （単位：千t） 輸入月分月分月分月分月分月分 ブタンブタンブタンブタンブタンブタン プロパンプロパンプロパンプロパンプロパンプロパン 契約相手原産国 （t）（t）（t）（t）（t）（t）（t）（t）（t）（t）（t）（t） ターム契約分 スポット契約分 輸入計 石油精製等 供給計 販売 月末在庫 自社保有量 備蓄日数 （注）1．輸入については、現時点におけるターム契約及びスポット契約毎の実績、予定を記入すること。 2．石油精製等には、メーカー間の購買、卸からの購入等も含む。 3．月末在庫には、製油所在庫、輸入基地在庫及び二次基地在庫の合計を記入すること。 4．自社保有量には、石油の備蓄の確保等に関する法律における石油ガス保有量の届出に準じた該当量（輸入基地及び一部二次基地分）を記入すること。 5．備蓄日数は、輸入予定量から基準備蓄量を算出し、基準備蓄量に対する保有量から求めること（算可）。 作成者の職名 企業名 及び氏名 報告対象年月日平成年月日 
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